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会 議 録 

会議の名称 第４回つくば市未来構想等審議会 

開催日時 令和６年（2024 年）10 月２日 開会 13:30 閉会 15:20 

開催場所 つくば市役所５階庁議室 

事務局（担当課） 政策イノベーション部企画経営課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

 

五頭委員、小森谷委員、宇津野委員、小島委員、貝塚委員、後

藤委員、二方委員、布浦委員、中井委員、大澤委員、仁平委員、

池田委員、鈴木委員、三石委員、飯野委員、松本委員、森田委

員 

その他 ― 

事務局 髙橋政策イノベーション部長、池畑政策イノベーション部次長、

川原企画経営課長、中村課長補佐、岩橋係長、石川主任、坂本

主任 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 (1)諮問第１号「第２期つくば市戦略プラン」の改定について 

①第２期つくば市戦略プランの改定状況《意見交換》 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 議事 

３ その他 

４ 閉会 
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（司会） 

本日は、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

それでは、ただいまから第４回つくば市未来構想等審議会を開催いたします。本

審議会の委員は、お手元の基礎資料２の委員名簿のとおり、全 22 名となっており

ます。つくば市未来構想等審議会条例第５条に基づく委員の互選により、委員に会

長を、委員に副会長を務めていただくこととなっております。 

本日は、１名の委員が途中からのご出席、５名の委員が、都合によりご欠席とな

ります。また、１名、ご出席の予定なのですがまだお見えになっていないため、現

在 15 名の委員にご出席いただいております。 

 

次に、会議の公開非公開につきまして、第１回審議会にお諮りしたところ、未来

構想及び戦略プランは、市政の方向性などを示す市の最上位計画であり、会議を公

開することで、審議状況や内容を広報するとともに、市政運営の透明性の向上に寄

与できることから、本審議会を原則公開とすることとしています。傍聴者の方がい

らっしゃいましたら、引き続き会議を傍聴することができます。なお、本日の傍聴

者は、現在のところ０名でございます。 

それではここから、つくば市未来構想等審議会条例第６条第２項に基づきまし

て、会長に議長をお願いいたします。 

 

（会長） 

それでは次第に沿って進めたいと思います。本日の議事は１点だけです。内容に

ついては、先週開催された第３回審議会に引き続きまして、基本施策から選ばれた

７テーマのうち、前回は３つ意見交換をしましたので、本日は残りの４件について

意見交換を行いたいと思います。まずは趣旨について、事務局から説明をお願いい

たします。 
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（事務局） 

【 ２ 議事 （1）①について説明 】 

 

（会長） 

それでは順次、４本のテーマについて皆さんから意見を頂戴していきたいと思い

ます。事務局から説明がありましたように、今日はかなり時間がタイトですので、

テーマ１本当たり上限 25 分ぐらいで進めさせていただきます。ぜひ積極的なご意

見をいただければと思います。 

それではまず１本目のテーマ、基本施策Ⅱ-５について、事務局から概要説明を

お願いします。 

 

（事務局） 

【 基本施策Ⅱ-５について説明 】 

 

（会長） 

前回と異なり、それぞれの委員の方に説明をしていただくのではなく、事務局か

ら説明をいただいております。もしよろしければ、追加でご説明いただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私は、免許を返納できない高齢者が多いのではないかという指摘をさせていただ

きました。また、その利用者の視点でニーズを見極めていくというふうに書きまし

たが、曖昧な言い方で、何が言いたかったのか自分でも整理できなかったので、こ

ういった形になってしまいましたが、いくつか考えられることがあるとは思いま

す。高齢者向けタクシー券の補助やいろいろな割引など、現在行っているものに加

えて、さらなる充実を図ることも必要ではないかと思います。 

また、この多様な交通手段という点とは少し逸れるかもしれませんが、道づくり

とか、実際歩いて移動されるようなケースも都会に比べれば少ないだろうと思いま
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すが、国道や県道は国と県になりますけれども、市道についても歩道が狭いところ

は結構多いので、そういった整備や都市計画があってもいいのではないかと思いま

す。 

あと、障害者の話にまで及んでしまうのですが、車を運転する障害者の方もいら

っしゃいますし、車椅子利用だけの方もいらっしゃいますし、その障害者にとって

本当に歩きやすい道なのか、そして停めやすい駐車場なのかといった視点でも、交

通手段というところに含みを持たせてお考えいただければと思います。 

 

（委員） 

主旨としてはこのとおりなのですが、たまたま昨日でしょうか。新聞報道で、地

域を限定したライドシェア実証実験だと思うのですが、導入されるということで、

タイミングがドンピシャだったなと思いました。いろいろな問題点を抽出して、地

域限定ということでスタートされるようですが、かつては日中に働き手の方が仕事

に行ってしまうと、高齢者の方で運転免許を持っている方がそれほどいない時代が

あったと思います。有償か無償かは別にして、近隣のお年寄りで乗り合わせてちょ

っと離れた病院に診療に行くという、一種のライドシェアがかつてはよく見られた

と思うのですが、最近は近所のそういった交流が難しいというところもあって、バ

ス便を維持するのがなかなか難しい中で、そういった個別の移動手段が充実するよ

うなものができればいいと思っています。 

あと、つくばということなので、科学技術で自動運転などを伸ばすとか。境町の

自動運転バスは、私も実際にたまたま遭遇したことがありますが、どれほど効果が

あるのかなとは思いましたけど、自動運転によってバス便でもし大量輸送ができる

ようでしたら、安全性を確保した上で自動運転なども取り入れられるようであれ

ば、バスの運転士不足も解消に向かうのではないかと思い、意見させていただきま

した。 

 

（会長） 

ありがとうございました。 
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（委員） 

公共交通機関ということで、バスを利用して使っていける方向にということです

が、高齢者が免許を返納したときに、うちの父もそうなのですが、今までバスを利

用していないという環境があって、それで免許証を返してしまうと外に出なくなっ

てしまうといった弊害が結構あると思います。やっぱり若いうちからバスを利用す

ることでメリットを感じていないと、自分が使う立場になっても、なかなかすぐに

使えないのではないかと思います。例えば公共バスを使って、使った先で何かイベ

ントをやって、イベントの中にコラボという形でそういう活動をするとか、何かメ

リットを植えつける努力をしないと、バスをいくら便利にしても、なかなか利用し

てもらうことは難しいのではないか。私は少し離れた場所に住んでいますが、利用

するのは飲みに行くときとかそういう形でしか使っていなくて、通勤などでも使え

れば一番いいと思いますが、やっぱり時間帯が合わないこともあるので、そういう

機会を作って皆さんが使ってみようかなと思わないと、整備だけしても難しい気が

します。 

 

（会長） 

 これから高齢化していく中で、免許返納が必要な時の対策についてお話しいただ

きました。 

委員は、歩けるまちみたいな感じのコメントかなと思っていて、今回の多様な移

動をしながらまちをつくるというところに、実は歩くというのはあまり書かれてい

なくて、つくばは結構歩く環境には適しているので、そういうところをきっちり書

きましょうということも含まれているのかなと思います。 

あと委員はライドシェアの話で、まずコミュニティで実施するという従来型のラ

イドシェアもあれば、都合が合えばマッチングアプリを使うという現代的なライド

シェア、この両方を使っていきましょうという話なのかなと思っています。地域限

定なのでどうしてもマッチングの機会が少ないと思うので、やっぱり限定的である

というご指摘はあるような気もしました。 
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それでは３人のご意見を踏まえて、何かありますか。 

 

（委員） 

つくバスはかなり進化して、全地区をカバーしていると思います。そして今度は

周辺に伸びるということで、お互いに、例えば下妻市とつくば市、土浦市とつくば

市、将来は牛久市や常総市になってくると思います。広域的に考えて、そういった

利用度が増して、利便性を向上させて皆さんが利用しやすいような形でやっていた

だければと考えています。 

もう１つお話したいのは、つくタクについてです。利用している人はそうではな

いのでしょうが私はちょっと利用しづらいと感じています。つくタクも良い制度な

ので、皆さんに利用しやすいような形でやっていただければと思います。 

本日後半に予定されている推進会議の資料を見ると、画期的な AI オンデマンド

送迎配車サービス導入の実証実験がありまして、まさにこういうのをつくば市で先

行的に取り入れていただいて、特にお医者さんにかかっている高齢の方を自宅まで

送迎できるサービスを AI で効率化を図って、身近な交通弱者の救済をしていただ

ければと思います。 

 

（会長） 

交通弱者の視点や医療との関係ということでした。ほかにいかがでしょうか。 

 

（委員） 

先ほど委員から歩くというお話があったのですが、私もそういうことを考えてい

ました。全ての移動ニーズに答えることは難しいというのが前提にあります。市民

からの要望をすべて満たすというのはほとんど不可能という話であって、じゃあど

うしたらいいかと考えたところ、原始的な移動手段ですが、歩くこと、そこをきち

んとできるようにすることが一番大切だと思います。私も毎日昼休みに散歩して、

足腰だけはいつまでも自分の意志で使えるように意識しています。どうしても計画

というのは、市民ニーズに答えようとする、ダイレクトに要望に応えていくための
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計画という認識が強いので、バスをたくさん出します、便利な交通手段を考えます

というようなプログラムが多くなって、自分自身がどうするかというところにはあ

まり意識が向かないというか、抜けがちなのかなという気がしました。 

 

（会長） 

歩くということは、ご指摘があったように健康づくりや、結果として社会保障費

の削減にもつながる部分でしょうし、人と会えば挨拶をするのでコミュニティが活

性化するということもあるのかなと思いました。ほかにいかがでしょうか。 

 

（委員） 

目指すべき未来で公共交通、交通システムを考えていこうというところで、歩く

というのが出てきたのが、私はすごく面白いなと思って聞いていたのですが、確か

にそういう視点はちょっと抜け落ちているのかなと思いました。歩くということを

ここに入れ込むのかどうかはよくわかりませんが、バスを増やしたいけれども運転

手の確保が難しいとか、ライドシェアもまだ法的な整備が追いつかない、無人運転

についてもそうだということになると、あとどんな手段があるのかなというところ

で、これも市民ニーズに応える形にはなってしまうと思うのですが、つくバスやつ

くタクを利用する多くの人は高齢者で、多いのは病院に行く方なので、以前あった

病院の送迎サービスのバスみたいなものを、病院単体で経営するのは難しいけれ

ど、そこを市が一緒に協働していくというのは考えられないのかなと思いました。

いろんなところでお話は出ていますが、１つの手段としてそういったことを検討し

ていくのはいいのかなと思っています。 

 

（会長） 

病院と交通というものをくっつけて MaaS みたいな感じが、もしかしたらあるの

かなと思います。つくば市では医療 MaaS とか取り組まれていますけど、交通単体

だと経営的に厳しいので、やはり機能面を組み合わせていくというのはあるかなと

思いました。 
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あとは病院の話が出たのですが、バス待ち環境を整備するべきだと個人的には思

います。運転手が不足して本数が減ってきているのと、気候変動が起きて突然雨が

降り出すということを考えると、病院、または学校で高校生等がバス停で濡れてい

る姿というのは見ていられないので、そういうところには公的な支援ができるのか

なと思いました。 

 

（会長） 

つくばならではというところで、貴重なご意見かと思います。それでは、２本目

のテーマに移りたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

【 基本施策 Ⅰ-３について説明 】 

 

（会長） 

ありがとうございます。それでは、もし何か追加があればお願いします。 

 

（委員） 

私が事前に出した意見は、テーマの子どもと親が楽しく育つ環境を作るというと

ころから少し外れてしまっていて、すみません。これはこのテーマの中ではこだわ

っておりません。 

私から１つ申し上げたいと思ったのは、子育て環境、幼児教育、保育の環境の充

実、子どもの活動環境の充実、たまり場の充実など、いろいろ施策があると思うの

ですが、やっぱり親御さんの関心が一番高いものとなると、小学校とか中学校とか、

それぞれそういった教育現場の充実が、他市に比べて充実したものがあるというイ

メージができると、親御さんもつくばで育ててよかったと考えられると思います。

つくばだけではないのかもしれませんが、やはり義務教育の充実、少し抽象的です

が全体を含めて教育現場の充実、親御さんの満足度の高い教育内容というのが一番

なのではないかと感じます。 



 

- 9 - 

 

（会長） 

委員、お願いします。 

 

（委員） 

誘目性が低い寒色系のカラーについて、調べていただきありがとうございます。

わかりやすく、納得しました。もし中心市街地が、景観条例などいろいろ考慮しな

いといけない状況があるならば、周辺市街地のほうに色合いの個性を持たせていく

というのもありなのではないかと思います。やっぱり誘目性が高い色で、赤やオレ

ンジ、黄色といった暖色系のカラーを取り入れることで、人の目を引きつけて印象

に残ります。これは本当に観光地の特徴です。例えば京都だったら、赤色や紫色、

鮮やかな緑色。金沢は金色など。その地域、その色で両者のイメージをリンクさせ

て記憶に強く残していく。例えば、各地域の歴史や特産物などに由来する色合いを

検討し、表現して取り入れていくことで、それぞれの地域の個性や印象を高めてい

くことに繋がるのではないかと思います。 

今、R８（リージョンエイト）で、８つの地域にフォーカスが当たっていますが、

なぜ８つなのか疑問に思いました。本当はもっと地域があるのではないか。つくば

は、町村合併があって広い地域が１つの市になっていったのであれば、発掘してい

けばたくさんの地域の歴史や色合いをもっとピックアップしていけるのではない

でしょうか。それが、周辺市街地の特徴や個性、魅力を高めていくことに繋がるの

ではないかと考えます。 

 

（会長） 

ありがとうございます。 

 

（委員） 

先ほどの発言ですが、テーマを勘違いしておりました。テーマがⅠ－３ですと、

つくばならではの街並みや体験を創出するということで、先ほどの意見は別のテー
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マで考えていたものでした。失礼いたしました。 

 

（委員） 

右側の 43 ページの、今後５年間で取り組むことの①の、取り組み概要とのとこ

ろで、文章の表現が少し気になりました。１行目の「様々な人が提供する」の様々

な人とは、どういう人を指しているのか。また、３行目の「自然と多様な人々が融

合した」の多様な人々とは、どういう人なのか。さらに、「自然と多様な人々を融

合させて持続可能なまちづくりを進める」という表現が、私には少しわかりづらか

ったです。左の 42 ページの基本施策の方向性あたりを見るか、それぞれ個別計画

を読み込めば、理解できるかもしれませんが、これを読んだだけではなかなかイメ

ージしづらいと思いました。これは総合的なプランなので、あまり詳細は記載でき

ないと思いますが、他の施策でも共通するところで、もう少し内容を記載するとか、

例えばイメージのイラストなどを入れたりすると、このプランだけ読んでもイメー

ジがつきやすいと思いました。 

 

（会長） 

ありがとうございます。確かに「様々」とか「多様」だと情報量がないですし、

「持続可能」は割と使い勝手がいい言葉なので自分もよく使いますが、確かにもう

少し表現をかみ砕いてもらったほうがいいかなと思いました。それでは、よろしけ

れば委員、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私も、先ほど発言があったように、多様な人々とかそういうところが抽象的すぎ

てわからない部分はありました。いくら計画と言っても、一般の方もすぐ飲み込め

る表現がいいかなと思います。それから委員さん、暖色系のカラーというのは、自

然にはそうならないと思いますので、これはある程度人工的にやっていこうという

意図でよろしかったでしょうか。現在ある姿があるから、人工的に植栽とか、ある

程度予算を確保して、財政出動させてやっていくという考え方でよろしいでしょう
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か。これについては確かに、私も市民として寒色系が多いなというのは自覚してい

ますので大賛成です。ただ、今後の話でしょうけれど、手法をどうしていくのか、

アクションプランを知りたいと思います。今の段階では、私は賛成です。 

 

（会長） 

 委員、どうぞ。 

 

（委員） 

私も前回、出席できなかったのですが、障害福祉の観点から言わせていただくと、

つくば市は「福祉都市つくば」と大きく街中のいろいろなところに書いてあると思

うのですが、去年か一昨年にバリアフリーマスタープランでつくば駅周辺とそのほ

か４ヶ所ぐらいをチェックして、まち歩き点検というのを市の職員の方たちとした

のですが、つくばらしい街並みの中には、バリアフリーとかそういうものも含まれ

ているのではないかなと思います。そうなるとすごくやることがいっぱいあって、

障害に関して言うと、目の見えない方や耳の聞こえない方もいらっしゃるので、点

字ブロックや音の出る信号をもっと増やすとか、そういう話にもなってしまうのか

なと思いました。 

先ほど委員がおっしゃっていた色に関することなのですが、障害者にとって必要

な情報が埋もれてしまうこともあるということを少し頭に入れて、配慮していただ

くと障害者はすごく助かると思います。福祉都市つくばだったらそうかなと思いま

す。 

 

（会長） 

ご指摘いただいていたところで、バリアフリーということで具体的な文言が入る

と、確かにイメージがしやすいかなと思います。それからハード以外にもやっぱり

ソフトというか、人が助け合うというところを調整するという意味でも、それらし

い言葉が入ったほうがいいと思いました。ほかにいかがでしょうか。 
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（委員） 

委員もおっしゃった福祉的な要素に目立つような色を取り入れるということに

共感します。今、市役所の１階にヘラルボニーと提携したショップが始まっていま

すよね。先日、東京の丸の内の三井住友銀行で開催されたヘラルボニーの展示会に

行ってきました。障害ってなんだ、福祉ってなんだ、ハンディキャップを前面に出

してそれを個性として表現する。すごく鮮やかで美しくて目を奪われました。ハン

ディキャップをポジティブに捉えるという思考の変化が社会を変えていく、そうい

う時代の流れなのかなと感じます。ヘラルボニーは、もともと岩手でしたでしょう

か。フランスにも拠点を作られて本格的に世界に出て行かれる。それに日本のＪＡ

Ｌ、トヨタなどいろんな大きな会社も共感されて、いろんなアイテムに取り入れて

いらっしゃる。本当に時代の流れを感じるなと思うので、いろんな条例で色の規制

とかの制約とかあるかとは思うのですが、時代の変化に乗っていくという意味で

は、もっとカラフルな色合いを福祉の分野でも取り入れていくというのがすごくい

いのではないか、社会的な共感も得られやすいのではないかと考えます。 

 

（会長） 

ありがとうございます。 

 

（委員） 

障害者の皆さんに移動しやすい環境づくりというのは、非常に大切だと思うので

すが、外国人の方が来たときに移動しやすい、また国内で比較しても移動しやすい

まちというのも大切だと思います。以前、本当に感じたのは、市外からつくばに来

た日本人なのですが、センター広場に来た時に、つくば駅がどこにあるかわからな

いということがありました。そういったことって、我々はここに暮らしていると気

づかないんですよね。そういうところをきちんと把握して、誰もが移動しやすい街

並みづくりが大変重要だと思います。ユニバーサルデザインというのがあると思い

ますが、非常に大切だと思います。 
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（会長） 

外国人も含め市外からいらっしゃる方も多いので、これはおそらくつくばならで

はだと思うのですが、そういうところも設計していくということかと思います。そ

の手段として、色とかがあるというご意見かと思います。委員、何かございますか。 

 

（委員） 

さっき委員もおっしゃっていたのですが、私も知り合いの外国人の方から、つく

ば駅に来たらとても真っ暗で怖かったという意見をいただいたことがあって、なる

ほどと思ったのですが、先ほどカラフルなカラーを取り入れたらどうかというご意

見があっていいなと思いました。それに加えて、つくばに来たぞと、おもてなしさ

れているぞというか、歓迎されているイメージみたいなものがもっとあったらいい

かなと思います。科学技術をアピールするような何か、例えばプロジェクションマ

ッピングとか何でもいいですけど、アピールするようなモニュメントや、何か象徴

するものがあったらいいのかなと思いました。例えば、TX の浅草駅を降りるとお神

輿がバーンと陳列されていて、壁にも三社祭の様子だと思いますけど壁画とかもあ

って、ああ浅草に来たなという印象があります。そういったものが何かつくば駅に

もあったらいいのかなと思いました。 

 

（会長） 

 つくば駅はつくばの玄関ですので、そこの見え方を大事にしましょうというご意

見かと思いました。よろしければ周辺市街地に関しても何かいただければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

意見ではないのですが、先ほど、なぜ R8 なのかというお話があったので補足さ

せていただきますが、R8 の地域は市街化区域なんですね。成功事例がその周辺の集

落等に広がっていくことを目指して、R8 から始まったということです。 
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（委員） 

そうなのですね。最初は市街化区域の R8 から始まるのでよかったと思うのです

が、市街化調整区域に住んでいらっしゃる方々も、ああいうのをやって欲しいとい

う声はあるので、それを広げていく動きを作って欲しいと思います。そういうのは

ここに入るのかわからないですが、つい発言してしまいました。 

 

（会長） 

ありがとうございます。どんどん言っていただいて、私はいいと思います。 

 

（委員） 

広げることによって、定住人口が増える。イコール移動の量が増える。イコール

公共交通の可能性が出てくる。バスの路線が走れば便利になるというふうに繋がっ

ているのかなと思います。 

 

（委員） 

わかりました。広げるのはいいんですね。私は、なるべくここに住んでもらおう

と、狭くしようとしているのかなと思っていました。 

 

（会長） 

今の議論は大事でした。おそらく共有されてなかったところだと思うので、定義

とは言いませんけど、考え方の共有が大切だということがわかりました。 

それでは時間ですので、次に移りたいと思います。３つ目、基本施策のⅣ-４に

ついて、意見交換したいと思います。それでは事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

【 基本施策 Ⅳ-４について説明 】 
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（会長） 

 委員、もしよろしければどうぞ。 

 

（委員） 

いただいた資料が抜粋版ということもあり、もしかしたら各論をしっかり読め

ば、理解できるのかもしれないのですが、ごみという言葉がなくなっているという

部分が気になりました。私自身が環境とかごみ問題とかそういうところに強い関心

を持っているわけではないのですが、そういった人であっても、こういった取り組

みをもって、ごみがなくなる。要は、資源ごみの分別とか、生ゴミを肥料に変える

とか、そういった取り組みを徹底するということなのだろうとは思うのですが、い

ただいた資料だけですと、理想が高いのかなと思います。できるに越したことはな

いのですが、少し目標が高すぎるのではないだろうかという意見です。 

 

（会長） 

委員、お願いします。 

 

（委員） 

施策のところで、食品ロス削減推進計画というものがあると思うのですが、NPO

などが中心になってフードバンクという、使わない、食べないものを集めて必要な

方にお渡しするといった取り組みが、これからどんどん増えていきそうな感じがし

ます。今後そういったことにも、行政としてもいろいろ取り組んでいけることがあ

ればいいのかなという気がします。それでごみ削減に繋がればと思います。 

 

（会長） 

委員からは、目標はもちろん高いほうがいいのでしょうけど、ステップを踏んで

いくというのは、たぶんリアリティで大切だということでした。委員さんからも、

いろんな手法があるというご指摘でした。 
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（委員） 

ごみを減らすことはもちろんですが、ただ現実的につくば市は、自分達のごみを

他県に捨てています。焼却灰も全部、捨てるのを他県に頼っています。本来は市町

村、自分のところで全部引き受けるのが原則なので、私の持論でもあるのですが、

最終処分場もつくば市内に作るべきじゃないですかということを私は言っていま

す。本当は市民に知ってもらうことで、逆にそれだけ自己責任でやるべきじゃない

かということを、市民に対してあえて謳うべきじゃないかということを考えていま

す。ここにこれが入るかどうかは別として、現実に私達は、自分達のごみを他県に

頼っている。青森とか秋田とか山形に持っていっているわけです。実現するのはな

かなか大変なことですけど、本来は自分達の市町村のごみは自分達で処分をすると

いう基本的な考え方を、メッセージとして残すべきじゃないかというのは、意見と

して言っておきます。 

 

（会長） 

当事者意識というか、ボールを持つというのでしょうか、責任を持つと、確かに

意識が上がっていくと私は思います。 

 

（委員） 

ごみと言うと、無駄なものとかいらないもの、余計なもの、汚いものみたいな概

念が我々にはあると思うのですが、ごみは有価物です。それをいかに二次利用して、

我々の生活に役立てるかという考えを持つべきなのかなと思います。今の状況でい

うと、例えば、ごみを燃やした熱で発電して、おそらくこの庁舎でもその電気を利

用している。そのほか、高温で残渣を溶かして道路の路盤材にするとか、いろんな

利用方法があるので、そういう意味からすると捨てるものじゃなく利用するものだ

という概念を持つべきなのかなと思います。そういう意味で少し飛躍し過ぎたイメ

ージもあるかもしれませんが、「ごみという言葉がなくなっている」という、そう

いうフレーズが出てきたのかなと思います。 
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（会長） 

委員の話に関連して思ったのは、空き家がどんどん増えてくるときに、空き家に

入っている結構使えるものがあるので、単に循環型とか低炭素とかが入っています

けど、そういうものもちゃんと活用していくというのもいいかなと思いました。 

 

（委員） 

全然こんなこと知らなかったので、素朴な疑問で委員に伺いたいのですが、クリ

ーンセンターでは全然間に合っていないということですか。 

 

（委員） 

そうです。クリーンセンターでごみを燃やした際に出る焼却灰を、今まで八千代

町に持っていっていました。その処分場がいっぱいになってしまって逼迫した事件

が、２、３年前にありました。 

 

（委員） 

 燃やすところまでは市内で足りているのでしょうか。 

 

（委員） 

燃やしたその灰も結局、最終処分場が逼迫してしまったので、急遽、山形とかに

行って担当課が交渉して、ようやく引き受けてくれています。 

 

（委員） 

 いつからそうなっているのですか。 

 

（委員） 

他市には、ずっと頼っています。山形に持っていったのは３年前ぐらいです。 
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（委員） 

 知らなかったです。 

 

（委員） 

実際やっている市町村はなかなか少ないみたいですが、市町村の考え方として

は、自分達のごみの最終処分まで市内でやるべきだというのが、本来の在り方だと

思います。それを市民の方はほとんど知らないです。 

 

（委員） 

 灰を有効に活用する手段はないのですか。 

 

（委員） 

ありますけども、そう言ってもやっぱり、どこかでは最終処分場は作らないとい

けないです。お金がかかるので。 

 

（委員） 

 なるほど。ありがとうございます。 

 

（委員） 

補足説明みたいになってしまいますけれど、なぜそんなに焼却後に残渣という灰

が出るのかというと、燃えないゴミも燃えるゴミに一緒に入れているケースがたく

さんあるからです。だから余計に出てしまうというのがあります。 

 

（委員） 

結構これは深刻な問題で、一般の方は、クリーンセンターで焼却しているから終

わっていると思っているけど、実際そこで終わりじゃないんです。 
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（委員） 

今の最終処分の話もそうなのですが、特に事業者による事業系ごみの分別が、つ

くば市はうまくいっていないという状況があると思います。市民の方々は、だんだ

ん年を追って、雑がみのリサイクルも知っている方が増えているところで、徐々に

協力が得られてきている感じがあるけれども、事業系ごみがやっぱり、全部一緒で

も構わないわけですから、どうしてもおろそかになってしまう。そこの意識の啓発

を頑張っている横浜市の話を聞くと、指導というと言い方が悪いですけど、本当に

職員が１軒１軒の事業者を回ってやっているという、そういう地道な努力をして、

すごく分別が進んでいるようなところもあるようです。職員の数が横浜市と比べて

違うというのがあるのですけれども、事業者への啓発というのは、もうちょっと強

力にここに書き入れてもいいのではないかと私は思います。 

 

（会長） 

 今話していただいたところは全部繋がっているので、たぶん書き込むべきかなと

思います。ほかにいかがでしょうか。 

 

（委員） 

委員がご提案いただいた、資源として利用できるものをごみとして出さないとい

うことで、ごみの減量化については先ほどもご説明がありましたように、庭とか畑

とかある家庭の場合で、一般のマンションでは無理だと思いますが、コンポストに

生ごみをどんどん入れていけば、有機の本当に良い肥料になります。委員からもあ

ったように、ごみは資源として、活かせるものは活かすという教育も必要でしょう

し、我々自身も生ごみを、そういった敷地がある人はクリーンセンターに捨てない

で、自分で堆肥とか資源化できるような状況であれば使うということが必要だと思

います。あとはリサイクルに出すとか。先ほど焼却灰のお話もありましたが、予算

等は皆さんに周知されていると思いますが、相当なお金を受け入れ先に負担金で払

うとか、運送費とかでかかっています。私の記憶が正しければ、谷田部町時代の頃

は山梨の方へ持っていったりして、大変な費用がかかっておりました。ごみ処理は
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広域事務組合などでやっていた時代もあって、昔からいろいろ大変な事業でした

が、市民の一人一人が減量化に向けて動いていく。あとは先ほどあったように、食

品ロスについても真剣に取り組んでいく問題かと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。ほかにいかがですか。 

 

（委員） 

基本施策の方向性に関わってくるかもしれませんが、SDGs、地球温暖化等の環境

問題というのは、今の取り組みも大事ですけれども、結構これは長期にわたって取

り組みが必要になってくるものだと思います。そこで、やはり次代を担う子どもた

ちに対して、学びの機会を提供するというのが大切ではないかと思っていまして、

もちろん学校でも現在、つくば市ではつくばスタイル科というプログラムもあっ

て、そういった学びが行われていますけども、そういった状況であるとかをこうい

った計画書に少し盛り込んでおいてもいいのかなと思いました。もしかすると、学

校教育という別の施策にも関わってくるかもしれませんが、こういった非常に大き

な将来にわたっての取り組みだと、やっぱり子どもたちの教育というのが非常に大

事だと思っています。日本は環境美化レベルが非常に高くて、ごみの減量化や再資

源化という意識は比較的高いと思います。これはやっぱり学校での教育とか、倫理

感であるとか、そういうものが果たしている役割が非常に大きいと思っていますの

で、意見として述べさせていただきます。 

 

（委員） 

本当におっしゃるとおりだと思いまして、私も、ここでそういう話が出るのでは

ないかという感じがしていました。やはり教育の果たす役割というのは SDGs、ごみ

のそういう考え方についての基礎を養うということでも、非常に大事だと思ってお

りますので、そういう記述ができるのであれば、ぜひお願いしたいと思っています。 
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（会長） 

それでは３つ目のテーマは意見交換を終えて、４つ目のテーマについて、事務局

から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

【 基本施策 Ⅳ-２について説明 】 

 

（会長） 

 それでは委員、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

つくばに限ったものではないと思いますが、とにかく仕事がある地域ということ

がやはり魅力になると思いますので、今男女は関係ありませんが、特に女性が働け

る、女性が魅力的に感じる職場があるということが非常に大事だと思います。私は

水戸に住んでいますが、県内全体を見ると、つくばは正社員じゃなくてもかなり時

給が高い職場があるように感じています。魅力的な地域ではあると思うので、さら

に進化させていただければと思います。 

 

（会長） 

 委員、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

若者につくばで働いてもらって定着してもらうためには、もちろん市内で営業し

ている企業を周知するなどいろいろな方法があると思うのですが、働き方やライフ

スタイルということも就職を決めるときに大きなポイントになってくると思うの

で、その辺をわかりやすくここに書いたほうがいいかなと思い、意見させていただ

きました。 
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（会長） 

 委員、どうですか。 

 

（委員） 

個人的な話ですが、我が家には３人娘がいて、１番上の娘が他市で就職して３年

目になるのですが、いずれはつくばに帰ってきたいと申しております。つくばで育

った子なのですが、その市と比べると、つくばのゆとりのある環境や、緑が多い土

地っていうのに愛着はあるみたいなので、そういうところを何か、難しいなと思い

ながら今考えていたのですが、３人ともつくばで暮らしたいという希望は持ってい

るので、それをくじけさせないためにはどうすればいいのかなというところで、や

はり働き口があるとか、そういうことは大事なのかなと思います。 

 

（会長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

（委員） 

シニアエコノミーの意見について少し補足させていただきたいのですが、今年の

４月 25 日にイタリアのミラノからシルバーエコノミーネットワーク事務総長が筑

波大を訪問されたというプレスリリースを見まして、それは何だろうと調べてみる

と、筑波大の産学連携担当とシステム情報系、体育系、医学医療系の先生方と懇談

されて、今後の連携を期待するという内容だったのですが、すごく面白いなと思い

ました。つくば市でもスーパーシティというのを出していらっしゃるし、筑波大と

も連携していくという方向性ならば、シニアまたはシルバーエコノミーもキーワー

ドをもっと出していってもいいのではないかと思いました。 

つくば市はすごくいろんな施策を扱っていらっしゃるのですが、パッと見たとき

にキーワードがものすごく多くて、どれが関連しているのか、これはまた違うもの

なのかとか、正直見ていて混乱してしまいます。今、労働者協同組合とかいろんな

キーワードを出していらっしゃいますが、キーワードを絞り込んでいって、本当に



 

- 23 - 

市民に訴えていきたいものを前面に出していくという意味では、私はこのシニアエ

コノミーというキーワードが有効なのではないかと思いました。筑波大の産学連携

やシステム情報、体育、医学医療系はシニアに必要になってくる分野ですし、高齢

者が必要とする医療や介護だけではなくて、高齢者側がそれを仕事として担う事が

できるという面もあると思います。 

また、つくば市内には研究所がたくさんあるということで、シニアの人材の方々、

現役を引退された研究者の方々にとっても、こういった分野は得意分野だと思うの

で、仕事という意味でも、筑波大の中に留めておくのはすごくもったいないです。

この会議の開催前に、市の中で、すでに関連する事業がないかというのをお尋ねし

たときに、シニアエキスパート便覧というのをいただきました。内容を拝見したと

ころ、希望の謝礼の額の欄を見ていると、交通費と資料代ぐらいでいいですよとい

う方もいれば、時給 5,000 円を希望されていらっしゃる方もいて、個人差が大きい

と思いました。意見として書かせていただいた無理のない範囲で活躍してもらうと

いうのはすごく大事ですが、交通費程度じゃやる気が出ないなという研究者の方々

は、たくさんいらっしゃると思うので、もっとお金を生み出してそれが循環してい

く仕組みを筑波大と組んでシニアエコノミーというキーワードでできたらいいと

思います。もしそれができたら、ハイレベルなシニアの方々が活躍することで、同

時に若い人たちが知識や経験を継承していく側面も出てくると思いますので、この

筑波大のシニアエコノミーというのを、市としてもっと取り込んでいってもいいの

ではないかと考えます。 

 

（会長） 

委員、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私は商工会ですので、専門分野の１つでもあります。組織率としては５割を切っ

ていますが、つくばの商工会においては、それこそ日本一の会員数を誇る 3,200 名

を抱えています。商工会に入っていない方のほうが圧倒的に多いのでそこをもっと
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拡大していこうという話は、使命の１つでもあります。私も４月から着任したもの

で、印象的だったのは、周りの商工会の事務局長さんと話していると、つくばは新

規就業者、女性就業者、障害者就業者が圧倒的に多いです。どういうところでわか

るのかというと、スタートアップの融資を支援しているのですが、その数が段違い

です。だから、他の商工会から異動してきた人間は、つくばの融資案件が何で多い

のだろうか、と思います。まず母数が全然違うのと、比率的にこういった方々が多

いということもあるので、当たり前といえば、当たり前ですが、とにかく商工会と

しては、会員・非会員問わず支援しているので、PR をして、なおかつ、どんどん後

押ししていって、そういう人たちが、ベンチャーというと使い古された言葉ですが、

どんどん育っていってものになっている方も多々おりますので、その背中を見てい

ると他の人も、自分もやってみようかというような形でモチベーションになって、

増えていくという良い循環に入っているように思われます。ただ、まだまだ組織率

が若干５割を切っているというのが今後の課題だと考えています。せっかく中小商

工業者さんが潜在的にいらっしゃるので、その方に対しての PR 不足を解消してい

きたいなというのがあるので、つくばはポテンシャルとしては非常にあると思われ

ます。 

 

（会長） 

 委員、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私は社会保険労務士をしております。右側の取り組みの②のところで、若者の就

労環境の整備について少し補足説明させていただければと思います。この地域では

ハローワーク土浦が若者ハローワークという正社員を目指す 35 歳未満の方に特化

した就職相談というコーナーを設けています。ただつくば市として、新たにそうい

った部分に力を入れるっていうのであれば、大歓迎かなと思っています。あと、市

内企業の人材確保や休業制度の改善といったところ、まさにこれは我々の仕事だと

は思うのですが、この休業制度が、なんだかこの中で唐突に出てきた感じがありま
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す。例えば、がん患者の方が治療をしながら仕事を続ける環境整備というのは、今

我々が非常に力を入れているところで、病気になったから職を離れなくてはならな

いということではなくて、病気で休んでいる一定期間は保険制度の活用などで所得

を保障を受け会社に籍を置きつつ、安心して治療に専念していただきながら、会社

に復帰できるというような制度、これは法律で義務づけられていることではないの

ですが、人材確保という意味で、各企業でこういった取り組みを取り入れていると

ころは、これから増えてくるのかなと思っています。 

 

（会長） 

 委員、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私はⅡ－３の方でご意見申し上げましたので、もう過ぎてしまったと思うのです

が、今、最後のテーマに入ったところかと思いますが、遅れて参加させていただき

ましたので、その前のテーマについて提案、よろしいですか。 

 

（会長） 

 どうぞ。 

 

（委員） 

いくつかございますが、基本施策Ⅱ－５で、つくバスの利用について提案させて

いただきました。これは今日の新聞にも載っていましたけれど、運転者数を増やす

ために、つくば市独自の運転者待遇です。どこの地方自治体でも大変悩んでいる問

題だと思いますが、大改革をしない限り、これは手立てがないのではないかという

ことで、運転免許取得の優遇措置とか、そういった制度があるといいかなという提

案です。この案に関しては、どなたかご意見ありましたら、いただけると参考にな

るかなと思います。 

続いて、５ページのⅡ－３です。自然災害ですが、当然つくば市も例外ではあり
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ません。外国人が非常に多いわけですので、外国人向けの日頃からの意識啓蒙、こ

ういうことの訓練も大切だと思います。市民では９月１日（防災の日）等を中心に

してやっておられると思いますが、国際交流協会の方でもこれに取り組んでいま

す。ただし 100 名前後で数に限りがあるので、外国人の訓練や知識を得る機会を大

幅に増やすことが必要と思っています。もう随分前ですが、水田の上で防虫剤を撒

いていた時期が、つくば市にもありました。その時にそれを見たドイツの方が、シ

ェルターがないのかということで大騒ぎした事件があったと思います。もう消毒を

空中から散布するということはないと思いますが、やはりいろんな国からつくばに

いらっしゃっているので、こういったことの共通認識や訓練が、ますます必要では

ないかなと思います。 

 

（会長） 

バスのほうは、事務局から意見を紹介させていただいて議論を経ております。そ

れであと、防災のほうは前回のテーマですので、もし他に何かご意見あればと思い

ますが、よろしいですか。 

それでは少し戻りますが、最後の４つ目のテーマの若者の定着化、雇用促進、新

規事業に関して、何かご意見いかがでしょうか。 

この 20 ページの筑波大学生の意見で思ったのは、博士課程学生の３割程度、外

国人の３割程度が就職してつくばに残りたいということで、委員も前におっしゃっ

たように、外国人を意識した組織とか、あるいはキャリア形成も大事なのかなとい

うことを、この参考情報から読み取れることは確認していただければと思います。 

あと、つくばならではというところでは、大学連携について先ほどご指摘があり

ましたけど、研究あるいは、筑波大や高校生も含めた若い学生との接点は多いはず

なので、その機会をどう活用するのかということも考えていただければと思いま

す。 

それでは時間がきましたので、４本のテーマの議論をこれで終わりたいと思いま

す。進行を事務局にお返しします。 
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（司会） 

 長時間にわたり、議論ありがとうございました。今回第４回ですが、次回の第

５回審議会につきましては、11 月下旬から 12 月中旬での開催を予定しております。

詳細な日時につきましては調整後、改めて皆様にお知らせしたいと思います。 

また、いつものことではございますが、前回または今回の審議会でご発言しきれ

なかった点や、会議後にお気づきの点、あるいは審議会当日に取り上げなかった他

の施策について、計画の骨子の部分などについては、書面で募集しておりますので、

ご意見等ございましたら、恐れ入りますが、来週の 10 月７日月曜日までにメール

等で事務局までご連絡いただけますと幸いです。参考にさせていただきたいと思い

ます。 

それでは以上をもちまして、第４回つくば市未来構想等審議会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 



第４回つくば市未来構想等審議会 次第 

 

 

日時 令和６年（2024 年）10 月２日（水）13 時 30 分～15 時 30 分 

場所  つくば市役所５階 庁議室 

 

 

１ 開会 

２ 議事 

(1)諮問第１号 「第２期つくば市戦略プラン」の改定について 

① 第２期つくば市戦略プランの改定状況 ≪意見交換≫ 

３ その他 

４ 閉会 

 

 

 

配付資料 

基礎資料１ つくば市未来構想等審議会条例 

基礎資料２ つくば市未来構想等審議会名簿 

資料１-１ 第２期つくば市戦略プランの改定状況 

資料１-２ 第３期戦略プラン骨子案 

資料１-３ 第３期戦略プラン骨子案（第４章部分：基本施策の推進） 

参考資料  第２期つくば市戦略プランの基本施策における指標の推移 

※第３回審議会資料と同一の資料を使用します。 
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基礎資料１ 

○つくば市未来構想等審議会条例 

平成元年３月 29 日 

条例第 19号 

（設置） 

第１条 つくば市未来構想及びつくば市戦略プランの策定に関する基本事項を調査及び審議をするた

め、つくば市未来構想等審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、つくば市未来構想及びつくば市戦略プラン（つくば市未来構想

を実現するために策定する計画であって、市政の中で特に重点的に取り組む施策を掲げるものをい

う。）について必要な調査及び審議を行い、意見を取りまとめて市長に答申する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 30 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 市議会議員 

(2) 地方行政機関及び公共的団体の役職員 

(3) 学識経験者 

(4) 市の副市長及び教育長 

(5) 市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 前条第１号、第２号及び第４号に規定する者で当該職又は地位により委員に任命されたものが当該

職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
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基礎資料１ 

（会議） 

第６条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（専門部会） 

第７条 審議会に、専門的事項について調査及び審議をするため、専門部会を置くことができる。 

２ 前２条の規定は、専門部会について準用する。 

（関係者の出席） 

第８条 委員以外の者で会長が審議上必要と認める者は、審議会に出席し、意見を述べることができる。 

（幹事） 

第９条 審議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、審議会の議事が円滑に進行するよう会務を処理するとともに、付議事案の提案及び調整を

行うものとする。 

（庶務） 

第１０条 審議会の庶務は、政策イノベーション部において処理する。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 省略 
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基礎資料２ 

つくば市未来構想等審議会（令和５～６年度） 委員 

 

 区分 氏名 所属 

1 
市議会議員 

五頭 泰誠 つくば市議会 議長 

2 小森谷 さやか つくば市議会 副議長 

3 

地方行政機関及び公

共的団体の役職員 

宇津野 茂樹 
公益財団法人つくば文化振興財団 

常務理事 

4 小島 康夫 茨城県社会保険労務士会 副会長 

5 貝塚 厚 
一般社団法人つくば観光コンベンシ

ョン協会 事務局長 

6 宮武 晃司 
筑波研究学園都市交流協議会 

企画調整委員会委員長 

7 後藤 真紀 
つくば市福祉団体等連絡協議会 

会長 

8 二方 善郎 
つくば市記者会 

茨城新聞社土浦・つくば支社長 

9 武石 佳宏 
つくば市金融団 

常陽銀行研究学園都市支店長 

10 中井 聖 
特定非営利活動法人ままとーん 

理事 

11 原 辰幸 茨城県政策企画部地域振興課 課長 

12 布浦 万代 
一般財団法人つくば市国際交流協会 

理事長 

13 仁平 宏 つくば市商工会 事務局長 

14 学識経験者 大澤 義明 麗澤大学工学部教授 

15 

市民 

姉﨑 順子 

市民委員 

16 池田 里美 

17 鈴木 俊二 

18 松村 かおり 

19 三石 満智子 

20 

市の副市長及び教育

長 

飯野 哲雄 
つくば市副市長 

21 松本 玲子 

22 森田 充 つくば市教育長 

 ※下線部は前回（第２回審議会）以降の変更箇所です 
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資料１-１ 

第２期つくば市戦略プランの改定状況について 

 

 

１ 未来構想等策定委員会ワーキングチームの活動状況 

戦略プラン改定に当たり、現状分析や施策検討を具体的に進めるため、つくば市

未来構想等策定委員会設置規則第５条に基づき、未来構想で掲げる 17 の「2030 年

の未来像」に対応する形で、17 のワーキングチーム（以下、「ＷＴ」という。）を設

置しています。 

 

 (1)第１回ＷＴ【６月下旬-７月上旬】 

つくば市未来構想等推進本部専門部会として実施した、第２期戦略プランの総

括結果を基に、「未来像とのギャップ」の分析、それを踏まえた「基本施策の方向

性」について検討しました。加えて、「今後５年間で取組むこと」についても意見

交換を行いました。 

 

 (2)ＷＴ（電子会議室①）【第１回ＷＴ開催後２週間程度】 

第１回ＷＴでの検討を踏まえ、「未来像とのギャップ」や「基本施策の方向性」

について再確認するとともに、「今後５年間で取組むこと」の内容について検討を

進め、素案を作成しました。 

 

 (3)ＷＴ（電子会議室②）【８月上中旬】 

各ＷＴで作成した素案について、「2030 年の未来像」と「未来像とのギャップ」、

「基本施策の方向性」、「今後５年間で取組むこと」の整合性や妥当性、表現方法

等を点検し、ブラッシュアップを行いました。また、「未来像とのギャップ」の裏

付けとなる参考情報について検討しました。 

 

２ 今後の主なスケジュール 

時期 内容 

９月 25 日 

10 月２日 

第３回未来構想等審議会 

第４回未来構想等審議会 

 審議会での意見等を踏まえ、庁内ＷＴを中心に計画原案作成 

11～12 月 第５回未来構想等審議会（パブリックコメント前の計画案確認） 

１～２月 パブリックコメント実施 

２月 第６回未来構想等審議会（パブリックコメント結果報告、答申） 

２～３月 公表 

 ※改定の状況によって、開催回数や時期が変更となる場合があります。 
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「第４章 第３期戦略プラン（基本施策の推進） ２ 基本施策」 

については、資料１-３として、別途お示ししています。 

資料１-２資料１-２

- 6 -



 

  

資料１-２資料１-２

- 7 -



はじめに 

 

 

 

 

 

 

今後作成予定 

資料１-２資料１-２

- 8 -



  

資料１-２資料１-２

- 9 -



目次 
 

 

第１章 序論 …………  

 １ 計画の位置づけ ……………  

 ２ 計画の構成と計画期間 ……………  

    

第２章 第３期戦略プラン策定の背景 …………  

 １ 第２期戦略プランの成果と課題 ……………  

 ２ 第３期戦略プランの特色 ……………  

  (1)計画運用の合理化/個別計画との連携   

  (2)デジタル田園都市国家構想との一体的な策定   

    

第３章 未来構想の概要 …………  

 １ 未来構想策定の趣旨 ……………  

 ２ まちづくりの理念と目指すまちの姿 ……………  

 ３ 2030 年の未来像 ……………  

    

第４章 第３期戦略プラン（基本施策の推進） …………  

 １ 基本施策の概要 

（「つながる」ための視点、施策体系図） 

  

 ２ 基本施策 

（ページの見方、施策ページ、個別計画含む体系【仮】） 

  

 ３ つくば市におけるデジタル田園都市国家構想総

合戦略 

  

 ４ 推進体制   

資料編 …………  

 

  

資料１-２資料１-２

- 10 -



 

 

第１章 序論 
１ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の構成と計画期間 

 

  

記載内容の概要 

○ 地方自治法による総合計画策定の義務付けが廃止されたが、つくば市では、総合的かつ計画的

な行政運営を行うため、総合計画の後継として、まちづくりの基本的な指針となる「未来構想」

とその実現に向けた「戦略プラン」を策定している。 

○ 地方創生は、市の総合的かつ計画的な行政運営を進めるうえで重要な課題であることから、つ

くば市では、計画の二重性の解消・合理化を図るため、地方版総合戦略を一体化させている。 

記載内容の概要 

○ つくば市の総合計画は、まちづくりの基本的な指針である「未来構想」とその実現を図るため

の施策を体系的にまとめた「戦略プラン」をもって構成している。 

○ 第２期戦略プランの計画期間が令和６年度で終了を迎えるにあたり、令和７年度を初年度とす

る次期戦略プランを策定する。 

○ 「未来構想」の定義（条例上の位置づけ）、中間マイルストーン、計画期間を述べる。 

○ 「戦略プラン」の定義、計画期間を述べる。 

○ 計画期間を図示する。 
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第２章 第３期戦略プラン策定の背景 
１ 第２期戦略プランの成果と課題 

 

 

 

 

 

２ 第３期戦略プランの特色 

 

(1) 計画運用の合理化/個別計画との連携 

(2) デジタル田園都市国家構想との一体的な策定 

 

 

 

  

記載内容の概要 

○ 改訂版の未来構想と第２期戦略プランでは、市民の問題意識やニーズが多様化・複雑化している社

会情勢に対応するため、従来のフォアキャスティングに加え、バックキャスティングの手法も取り

入れ、まず目標とするまちの姿を描き、目指す未来と現在のギャップを把握し、目指す未来に到達

するためのストーリーを分野横断的な施策としてまとめ、部門を超えて取組を進めることができ

た旨を述べる。 

○ つくば市を取り巻く社会・経済状況は予想を超える速さで変化しており、今後もその変化に的確に

対応が求められており、急激な変化にも対応する行政計画とするためには改良が必要な旨を述べ

る。 

○ 同時に、個別計画を含む計画運用において、整合性や合理性の面で課題があった旨を述べる。 

記載内容の概要 

○ 急激な社会情勢の変化や計画運用の合理化を図るため未来構想と個別計画をつなぐ役割を持った

計画とすることを述べる 

○ 国のデジタル田園都市国家構想総合戦略が策定され、国の総合戦略を勘案した計画となっている

ことを述べる 
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第３章 未来構想の概要 

 

 

 

 

 

 

 

１ 未来構想策定の趣旨 

つくば市では、社会･経済等の情勢変化に的確に対応し、諸課題を克服しながら次の世代に継承･発

展させていく「持続可能都市」を目指し、2015 年度に策定した「つくば市未来構想（以下、未来構

想）」を 2019 年度に改定しました。 

つくば市の歴史やデータから振り返る過去、社会情勢や地域特性の分析や市民の声から見えてく

る現在、こうした過去と現在を一連の流れとして捉えるとともに、つくば市が目指すべき未来として

「まちづくりの理念」と「目指すまちの姿」、そして 「2030 年の未来像」を掲げました。 

記載内容の概要 

○ 現行戦略プランの未来構想概要を転記する 
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２ まちづくりの理念と目指すまちの姿 

＜まちづくりの理念＞ 

つながりを力に未来をつくる 

 

 顔と顔が見える 
多様なコミュニティの中で、顔と顔が見えるつながりをつくり、 

 

 挑戦を応援する 
イノベーションを目指す挑戦者を応援し、挑戦を身近に感じながら次世代を担うこどもた

ちが成長することで、新たなまちの活力を生み出し、 

 

 未来をつくる 
誰もが幸せを感じる未来をつくり、さらなる好循環を生み出すことで、まちを持続的に発展

させていきます。 

 

本理念に基づく取組を進めることにより、以下の「目指すまちの姿」の実現を目指します。 

  

Ⅰ 魅力をみんなで創るまち 

市民が中心となり、多様なコミュニティを超えて顔と顔が見え、人と人がつながり、つく

ばならではの魅力を高め、世界に示すまち。 

 

Ⅱ 誰もが自分らしく生きるまち 

誰一人取り残されず、一人ひとりの安心が守られ、地域の隅々まで福祉がいきわたり、つ

くばに集うすべての人が自分らしく生き、自然豊かで幸せがあふれるまち。 

 

Ⅲ 未来をつくる人が育つまち 

自分たちのまちと世界を知り、未来について考え、よりよい未来を次の世代に引き継いで

いけるよう、自ら行動する人が育つまち。 

 

Ⅳ 市民のために科学技術をいかすまち 

市民の日々の生活や地球環境をよりよくするため、科学技術の成果を最大限活用し、課題

の解決に貢献するとともに、社会にイノベーションを生み出すまち。 
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３ 2030 年の未来像 

21 世紀半ばを目指すまちづくりのマイルストーンとして、バックキャスティングの手法により具

体的な都市像を「2030 年の未来像」として示します。2030 年は未来構想開始年度の 2020 年から約

10 年後であり、かつ、ＳＤＧｓのゴールとなる年でもあります。 

Ⅰ 魅力をみんなで創るまち  

 

市民が中心となり、多様なコミュニティを超えて顔と顔が見え、人と人がつながり、つくばならで

はの魅力を高め、世界に示すまち。 

 

【2030 年の未来像】 

 

 

  

 まちへの愛着や誇りを持ち、意見を

交わしながら自ら行動することで、

市民が中心となったまちづくりが進

むとともに、あらゆる分野のチャレ

ンジを応援することで、チャレンジ

の連鎖が生まれています。 

 アイデアや意欲のある人材が集ま

り、つくばの資産と新たなセンスが

融合することで新しい魅力が創り出

されています。 

 公園の中に街があるような緑豊かな

ゆとりある街並みや、つくばでしか

体験できないコトが街中に散りばめ

られています。 

 つくばの魅力を発信し、世界中から

人を惹きつける魅力的なまちになっ

ています。 
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Ⅱ 誰もが自分らしく生きるまち 

 

誰一人取り残されず、一人ひとりの安心が守られ、地域の隅々まで福祉がいきわたり、つくばに集

うすべての人が自分らし生き、然豊かで幸せあふれるまち。 

 

【2030 年の未来像】 

 

 

   様々なコミュニティ様々なコミュニ

ティによる支え合いの中で、充実し

た医療や介護、必要な目配りや支援

が地域に行き届いてます。 

 一人ひとりが健康を大切にし、社会

に参画し、生涯いきいきと生活して

います。 

 日頃から地域で連携しながら防災・

防犯の取組や教育を行っています。 
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 個人と公共の枠を超え、自分のライ

フスタイルに合わせて組み合わせら

れる交通システムにより、誰もが自

由にストレス無く移動しています。 

 筑波山や牛久沼などの美しい景観や

豊かで多様な生態系により、多くの

人々が自然の恩恵を実感しながら自

然を守り育てる意識を持って生活し

ています。 

 公共施設やインフラを長期的視野で

維持管理することにより、誰もが安

全・安心な生活を送っています。 
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Ⅲ 未来をつくる人が育つまち 

 

自分たちのまちと世界を知り、未来について考え、よりよい未来を次の世代に引き継いでいけるよ

う、自ら行動する人が育つまち。 

 

【2030 年の未来像】 

 

 

   充実した子育て環境とともに、創意

工夫を引き出す遊びの機会が街中に

あふれ、親子が一緒に楽しみながら

成長しています。 

 こどもたちは、自分の好きなことを

見つけ、個性を伸ばしながら、未来

を切り拓いていく力を育んでいま

す。 

 性別、国籍、年齢等を問わず、自身

や他者の選択を尊重し合い多様性を

いかす文化が地域に根付いていま

す。 
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Ⅳ 市民のために科学技術をいかすまち 

 

市民の日々の生活や地球環境をよりよくするため、科学技術の成果を最大限活用し、課題の解決に

貢献するとともに、社会にイノベーションを生み出すまち。 

 

【2030 年の未来像】 

 

 

 多様な才能が世界中から集まり、社

会との対話を通じて、新しい未来を

切り拓くイノベーションを創出して 

います。 

 研究成果をいかした新産業の創出や

地域企業等における科学技術の活用

が進むとともに、社会や環境と調和

しながら持続的に経済成長するモデ

ルが浸透しています。 

 新たな技術や価値を街中に取り入

れ、社会や地域の課題を解決し、科

学技術で街全体が進化しながら誰も

が豊かな生活を送っています。 

 市民一人ひとりが地球環境に優しい

選択を積み重ね、最適な生産や消費、

再資源化、再利用等を進めることで、

「ごみ」という言葉がなくなってい

ます。 
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第４章 第３期戦略プラン 

    （基本施策の推進） 
１ 基本施策の概要 

 

(1) つくばが「つながる」ための視点 

市民のニーズが多様化・複雑化するなかで、行政に求められる役割や業務が多角化し、施策や組織

横断的な取組がますます期待されています。そうした中、「つながりを力に未来をつくる」ために、

各種施策等を策定する上で共通視点や考え方の整理を行いました。 

① 地域やコミュニティがつながる 

既存の公共施設のみならず、官民の境目を問わず高齢者サロンや子ども食堂等の気軽に多くの方

が交流できるたまり場のような拠点を増やしていくことを目指します。 

 

② 知識や経験がつながる 

ビジネスや研究等の様々な知識や経験を持った人達が気軽に集える場所や機会を設けることで、

新たな挑戦やイノベーションを生み出すとともに、さらに人を呼び込む好循環につながることを目

指します。 

 

③ 社会の資源がつながる 

行政や企業が持つ既存の施設や空間、時間等の資源をいかし、新たなものを単独で建てる・購入す

るだけではなく、必要なものを市・市民全体でシェアすることを目指します。 

 

④ 市内外の応援する気持ちがつながる 

市内外のつくばを応援する人たちの気持ちが行政参加やふるさと納税等の形を通じて事業につな

がる仕組みづくりを目指します。 

 

⑤ 中心地区と周辺地区が好循環でつながる 

研究学園都市地域やつくばエクスプレス沿線地域等の中心地区には、商業施設が集積するととも

に、新たな住宅開発等が行われ人口が増加しています。 

一方、既成市街地域や集落・里山地域等の周辺地区には、豊かな自然環境や従来からの地域コミュ

ニティ等があり、良好な生活環境が保たれています。中心地区・周辺地区間の双方向のヒト・モノ・

コト・カネの流れをつくり、好循環でつながることを目指します。 

 

⑥ 持続可能な選択につながる 

持続可能都市をつくるのは、市民一人ひとりの選択の積み重ねであることを認識し、日々の選択が

持続可能性を認識したものとなる施策を目指します。 

記載内容の概要 

○ 未来構想で定めた「目指すまちの姿」、「2030 年の未来像」をまちづくりの理念を踏まえた６つ

のつながる視点で各種施策を立案した旨を述べる 

○ 未来構想で定めた「目指すまちの姿」、「2030 年の未来像」を図示 
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(2) 施策体系図 

 

 

（目指すまちの姿～2030 年の未来像～基本施策の体系を図示） 
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２ 基本施策 【資料１-３へ】 

目次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページの見方（ページ構成の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各基本施策 
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３ つくば市おけるデジタル田園都市国家構想総合戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 推進体制 

 

 

 

 

 

記載内容の概要 

○ つくば市におけるデジタル田園都市国家構想に対応する施策を示す。 

記載内容の概要 

○ 計画策定後の推進体制について示す。 

資料１-２資料１-２

- 23 -



 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 第３期戦略プラン 

（基本施策の推進） 

 

 

２．基本施策 
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２．基本施策 

(ア) 目次 

 

 

市民協働 地域活動と市民チャレンジへの支援

区会 新規区会設立促進と活動支援

市民参加 市政への市民参加の推進

農業 豊かな農資源を輝かせることによる魅力の創出

観光 豊かな資源をいかした観光の振興

文化財 文化財の保存と活用

筑波研究学園都市

中心市街地
（つくば駅周辺）

周辺市街地
（R8）

Ⅰ-４　シティプロモーションを推進
する

広報 市内外へ向けた戦略的な広報の推進

相互に支え合う地域共生のまちづくり

誰もが適切にサービスを利用できる支援体制の強化

誰もが安心して暮らすことができる包括的支援の充実

健康 健康づくりの支援

生涯学習 生涯学習による市民生活の充実

スポーツ スポーツで“つながる”まち つくば の実現

文化芸術 文化芸術による市民生活の充実

災害に備えた市による公助機能の強化

市民による自助・地域における共助の推進

防犯 防犯意識を高め、安全・安心を実感できる生活環境づくり

空家対策 安全・安心な地域づくりのための空家対策

公共施設・インフラの予防保全型維持管理の強化

安全・安心と充実した機能を確保するための施設整備

安定的な財源確保と民間の創意工夫等の活用

公共交通
利便性の高い公共交通ネットワークの形成と様々な移動
サービスの提供の推進

自転車 自転車を楽しめるまちづくりの推進

生物多様性 生物多様性の重要性や価値の理解促進

森林保全 多面的機能を発揮する森林の維持・保全

環境保全 安心で快適な生活環境の保全

妊娠・出産・子育て 安心して産み育てられる子育て環境の充実

幼児教育・保育 幼児教育・保育の環境の充実

放課後の居場所 放課後等における子どもの活動環境の充実

たまり場 こどもも大人も楽しめるたまり場の充実

一人ひとりの「学び」を大切にする教育の推進

「学び」の多様性に対応し個性が花開く教育の推進

地域に支えられ、共に学び育ち合う教育の推進

多文化（国籍） 多文化共生の推進

性別 性別にかかわらず自分らしく生きられる環境づくり

障害 障害者が安心して暮らし、活躍できる環境づくり

イノベーションの創出を加速する仕組みづくり

スタートアップを支援する仕組みづくり

オフィス・産業用地 成長産業・新産業の立地促進

若者定着・雇用促進 地域産業人材の確保・定着の推進

新規創業 新たなチャレンジへのサポート

スーパーシティ スーパーシティの推進

データ利活用 データで市民と豊かになるまちの推進

行政のデジタル化 デジタルを基本とした行政サービス

デジタルによる業務改革 デジタルを活用したワークライフバランスの向上

ごみの減量 ごみの減量化・再資源化

脱炭素 地域の脱炭素化

ページ基本施策 キーワード 今後５年間で取組むこと

つくば駅周辺の魅力向上とにぎわい創出

地域資源をいかした持続的な周辺市街地の振興

Ⅱ

Ⅱ-１　地域が支え合い、医療、介
護、福祉が充実したまちをつくる

地域福祉
高齢者福祉
障害者福祉

Ⅱ-２　人生100年時代に生涯いき
いきと暮らせるまちをつくる

Ⅱ-３　地域や市民一人ひとりの防
災・防犯への備えを後押しする

Ⅰ

Ⅰ-１　市民と共に創るまちづくり
を推進する

Ⅰ-２　資源をみがき、魅力あふれ
るまちをつくる

Ⅰ-３　つくばならではの街並みや
体験を創出する

防災

Ⅱ-４　公共施設やインフラのマネ
ジメントを推進する

公共施設
インフラ

Ⅱ-５　多様な移動手段があるまち
をつくる

Ⅱ-６　身近な自然を守り、楽しみ、
持続させる

Ⅲ

Ⅲ-１　こどもも親も楽しく育つ環
境をつくる

Ⅲ-２　個性を伸ばし未来を切り拓
く力を育む

Ⅳ

Ⅳ-１　新たな共創の仕組みづくり
新産業育成

イノベーション
スタートアップ

Ⅳ-２　地元で頑張る組織や人が成
長し続けるまちをつくる

Ⅳ-３　市民のために新たな技術や
価値を導入し、進化するまちをつく
る

Ⅳ-４　地球に優しく「ごみ」のない
低炭素で循環型のまちをつくる

学校教育

Ⅲ-３　多様性をいかした誰もが活
躍できる社会をつくる
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(イ) 基本施策のページ構成の概要 
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計画書デザインイメージ 

基本施策Ⅰ-１ 市民と共に創るまちづくりを推進する 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

まちへの愛着や誇りを持ち、意見を交わしながら自ら行動することで、市民が中心となった

まちづくりが進むとともに、あらゆる分野のチャレンジを応援することで、チャレンジの連鎖

が生まれています。 

 

◇関連するキーワード 

 市民協働、区会、市民参加 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

まちの課題解決に向け自ら活動することや団体等に所属することへの負担感や抵抗感によ

り、新たな参加者の確保につながっておらず、参加者の固定化や担い手不足が見られ、継続的

な活動が困難な状況が生じています。 

  

 参考情報 

区会への加入状況推移 

 

 

タウンミーティング※における初参加者の割合 

(令和 6年度実施) 

 

※市長から市民の皆様に市の取り組みについてお伝えし、 

市政に関する話題について意見交換を行う場 

 

◇基本施策の方向性 

既にまちづくりに参加している市民が満足に活動できるよう、ＩＣＴ等を活用して活動に

かかる負担軽減を進めるとともに、人材や資金面での自立性確保の支援、コーディネートによ

る団体間・事業者間とのつながりづくりにより、無理なく続けられる活動環境づくりを推進し

ます。また、市民がまちづくりに関わる裾野を広げるため、区会活動の意義や必要性の理解を

深める情報発信及び市民活動等を始めるきっかけ作りを実施します。 

 

  

0
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40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

区会加入戸数 市内世帯数

(戸/世帯）

初めて

42%
以前にも参加した

ことがある

57%

未回答

1%
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計画書デザインイメージ 

◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①地域活動と市民チャレンジへの支援 

（取組概要） 

  各種コミュニティ活動など、市内の団体が安心して活動を継続できるよう、情報や団体

間の連携、資金等の様々な側面から支援します。 

 情報共有や、横のつながりに対する支援 

 資金面での自立性確保の支援 

 活動の場の支援 

 

（取組名称）②新規区会設立促進と活動支援 

（取組概要） 

地域のまちづくりの主体である区会の活動を活発化するため、新規区会設立の積極的な

促進とともに、活動にかかる負担軽減や次世代の担い手育成を行います。 

 区会設立（つくば市区会連合会との連携） 

 運営支援（各種補助金） 

 人材づくり（地区リーダー勉強会等） 

 区会役員の負担軽減（デジタル化、自治体の事務委託の見直し） 

 

（取組名称）③市政への市民参加の推進 

（取組概要） 

市政への関心をさらに高めるとともに参加しやすい環境を整えることにより、主体的

に市政に関わり、まちづくりを担う市民を増やします。 

 市政をわかりやすく伝える広報活動 

 市民参加の機会と方法の充実 

 市民参加の実例やその成果を伝える情報発信 

 

◆連携する個別計画 

（取組名称）③市政への市民参加の推進 

つくば市市民参加推進に関する指針 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

 

今後検討予定 
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計画書デザインイメージ 

基本施策Ⅰ-２ 資源をみがき、魅力あふれるまちをつくる 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

アイデアや意欲のある人材が集まり、つくばの資産と新たなセンスが融合することで新し

い魅力が創り出されています。 

 

◇関連するキーワード 

 農業、観光、文化財 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

約４万年前からの歴史を示す文化財や豊かな自然の中で育まれてきた農地など、つくば市

にある豊富な資源の掘り起こしは進んでいるものの、その活用を担う人材が不足しています。

また、資源の磨き上げや資源を活用して生み出される産物の連携に取り組み新たな魅力の創

出を図っていますが、取組の周知やＰＲが不足しており、実績に繋がっているとは言い難い状

況です。 

  

 参考情報 

①紹介したいつくば市の魅力 

（出典：つくば市市民意識調査結果（Ｒ５）） 

 

②つくば市で食べてみたいもの・買ってみ

たいものはありますか 

（出典：市外・県外在住者向けアンケート） 

 

 

◇基本施策の方向性 

研究機関や事業者、地域住民、ボランティア等、多様な主体との連携を深め、アイデア（先

進的技術など）やセンスを取り入れることで、資源の活用や産物の磨き上げを推進するととも

に、様々な資源や産物同士を連携させ、新たな魅力の創出につなげます。 

また、ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信を強化するとともに、市民への魅力発信

にも注力することで、市民による魅力の発信を促進します。 
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計画書デザインイメージ 

◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①豊かな農資源を輝かせることによる魅力の創出 

（取組概要） 

豊かな農資源をいかすために必要な人材と環境を確保するため、意欲ある農業者の育成

や農地の保全を進めます。また、地産地消の推進や市民が農業と関わる機会の創出など、市

民が農業・市産農産物への理解を深める取組を通じて、市民が農業者と一体で推進する地域

農業を確立します。 

 ひとの確保・育成 

 農地や環境の保全・有効活用 

 市民と農とのつながり強化 

 

（取組名称）②豊かな資源をいかした観光の振興 

（取組概要） 

観光地としての魅力を高めるため、筑波山地域ジオパークの地域資源などのつくば市な

らではの強みをいかした体験型観光メニューの実施や、市内をめぐる新たな周遊ルートの

整備を進めます。また、市民はもとより関東圏へのＰＲ強化や、ＳＮＳ等の様々な広報媒体

の有効活用を進めることで、観光地としての認知を高め、国内外からの観光誘客につなげま

す。 

 情報発信・ＰＲの推進 

 体験型の観光の磨き上げ 

 広域観光の推進 

 

（取組名称）③文化財の保存と活用 

（取組概要） 

つくば市の貴重な文化財を未来へ継承していくため、大学や研究機関等と連携した調査、

次世代に伝えるための所有者等への支援、魅力を活かした整備とホームページやＳＮＳ等

による情報発信等の取組みを強化し、市民が誇る地域資源としてより多くの方々の理解と

関心を得ていきます。 

 専門的機関と連携した文化財の調査 

 文化財を後世に伝えるための支援 

 文化財の魅力を活かす整備と情報発信 

 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①豊かな農資源を輝かせることによる魅力の創出 

第３次つくば市農業基本計画（令和６年度策定中） 

（取組名称）②豊かな資源をいかした観光の振興 

第３次つくば市観光基本計画 

（取組名称）③文化財の保存と活用 

つくば市文化財保存活用計画 
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計画書デザインイメージ 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

  
  

今後検討予定 
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計画書デザインイメージ 

（余白ページ） 

資料１-３

- 34 -



計画書デザインイメージ 

基本施策Ⅰ-３ つくばならではの街並みや体験を創出する 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

公園の中に街があるような緑豊かなゆとりある街並みや、つくばでしか体験できないコト

が街中に散りばめられています。 

 

◇関連するキーワード 

 筑波研究学園都市、中心市街地（つくば駅周辺）、周辺市街地（Ｒ８） 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

つくばならではの街並みや体験を創出するため、中心市街地では、「つくば中心市街地ま

ちづくりビジョン」に基づき、つくばセンタービルのリニューアルやパブリックスペースの

有効活用など、筑波研究学園都市として計画的に整備された特徴的な施設やインフラをいか

したまちづくりや官民連携によるエリアマネジメントなどを進めていますが、エリアがつく

ばセンター広場付近に限られている状況です。周辺市街地では、協議会を立ち上げ、各地域

の関係者自身が地域ならではの魅力を発見し、保全・活用していく取組を進めているもの

の、それらが「つくばでしか体験できないコト」であると認識され、多くの人を呼び込むま

でには至っていません。 

 

 参考情報 
①つくば市中心まちづくり戦略における 

リーディングプロジェクトの取組状況 

 

 

②周辺市街地における 

取組状況 

  
新たな地域づくりの 

アイデア提案件数 

 

 

◇基本施策の方向性 

つくば駅周辺の拠点性と市内各地に散らばる様々な魅力の連携により、人の流れや経済効

果を互いに波及させるなど市域全体が持続可能となるための活力が生み出されるまちづくり

を進めます。つくば駅周辺では、意欲・アイデアのある民間企業や NPO、学生団体等と連携

し、ペデストリアンデッキや公園・広場等のパブリックスペースの魅力を高め、多様なアク

ティビティや交流を生む場を創出します。周辺市街地振興では、魅力ある地域づくり活動と

して、地域住民だけではなく他地域の人材からのアイデアや、ビジネスの手法を取り入れた

活動を行っていきます。 

 

 

年度 実績
2018

（基準）
16件

2021 20件
2022 26件
2023 28件
【参考】
第２期

戦略プラン

目標値（2024)

32件
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計画書デザインイメージ 

◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①つくば駅周辺の魅力向上とにぎわい創出 

（取組概要） 

ペデストリアンデッキや公園が一体となった緑豊かな街並みのなかで、様々な人が提供

する「科学技術の成果」や「市民活動の成果」などに身近に触れることができるなど、 

「自然」と「多様な人々」が融合した「つくばならでは」の持続可能なまちづくりを進め

ます。 

 中央公園リニューアル 

 つくばの玄関口のおもてなし機能向上 

 イノベーション拠点の創出 

 

（取組名称）②地域資源をいかした持続的な周辺市街地の振興 

（取組概要） 

 地域住民が主体である各協議会が、地域の資源や強みを引き出しながら自ら資金等を獲

得し地域振興を自走化できるように、運営や組織の強化を支援します。また、外部人材

（大学・民間企業・地域外の協力者等）と協働の機会を創出するとともに、人的交流の場

を増設することで、地域への興味・関心を持つ人を増やしていきます。 

 地域住民が主体となった地域運営組織による持続的な地域づくりの支援 

 外部人材の呼び込みによる地域づくりの活発化 

 人が集まる拠点づくり 

 

 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①つくば駅周辺の魅力向上とにぎわい創出 

つくば中心市街地まちづくり戦略、研究学園地区まちづくりビジョン 

 

◆代表的な参考指標 

 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

  

今後検討予定 
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計画書デザインイメージ 

基本施策Ⅰ-４ シティプロモーションを推進する 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

つくばの魅力を発信し、世界中から人を惹きつける魅力的なまちになっています。 

 

◇関連するキーワード 

 広報 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

価値観の多様化に併せて、人々の求める情報が高度化するとともに、情報取得の方法も多様

化しているため、様々な媒体で情報発信を強化しているが、全てのニーズへの対応は難しく、

一人ひとりが求める情報が滞りなく行き届いているとは言い難い状況です。 

また、日本全体で人口減少・少子高齢化が進行するなか、市政に関心を持つ市民、つくばの

魅力に気付き、愛着と誇りを持って住み続けたいと思う市民を増やしていくこと、国内外から

興味・関心を集め、交流人口・関係人口を拡大していくことの重要性は高まっています。 

 

 参考情報 

 

 

(出典：つくば市市民意識調査) 
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計画書デザインイメージ 

 

(出典：2023 年広報つくば４月号 Web アンケート) 

 

◇基本施策の方向性 

市民が必要とする情報を得られ、市政により一層深く関心を持つよう、職員一人ひとりが広

報マンとして市政情報を発信できる広報力を高め、多様な媒体を生かした戦略的な広報活動

を推進します。併せて、つくば市の魅力を市民、そして国内外に向けて分かりやすく効果的に

提供します。 

 

◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①市内外へ向けた戦略的な広報の推進 

（取組概要） 

あらゆるステークホルダーとのつながりを力に、職員一人ひとりがつくばの魅力を多様

な媒体で戦略的に広報することで、つくばに愛着と誇りを持つ人を増やします。 

 人や地域などにフォーカスした効果的な情報発信 

 職員の広報力の向上に向けた研修の実施 

 研究機関や民間事業所等の連携関係にある団体との協力による市政情報の発信 

 

◆連携する個別計画 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    

  

  

今後検討予定 
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計画書デザインイメージ 

基本施策Ⅱ-１ 地域が支え合い、医療、介護、福祉が充実したまちをつくる 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

様々なコミュニティによる支え合いの中で、充実した医療や介護、必要な目配りや支援が地

域に行き届いています。 

 

◇関連するキーワード 

 地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

 高齢者単身世帯の増加や核家族化の進展、人々の価値観や生活習慣の多様化を背景として、

住民同士のつながりや助け合いの希薄化により、地域福祉の担い手が不足傾向にあります。中

でも、地域住民の生活状態を把握し、支援が必要な住民を福祉に繋げる役割を持つ民生委員

は、地域社会への関心低下や社会状況の変化等により欠員が発生している地区がある状況で

す。 

また、在宅医療や介護、福祉による支援を必要とする住民に、相談窓口等の必要な情報が十

分に届いていない現状があります。 

 

 参考情報 

① 民生委員の充足率（令和 6年 7月 8日現在） ② 地域包括支援センターの取組の認知度 

（出典：第９期つくば市高齢者福祉計画策定のためのアンケート調査） 

 

◇基本施策の方向性 

 地域福祉の担い手不足の解消に向け、担い手としての市民意識醸成のため、地域交流の促進

や積極的な情報発信を進めます。支援を必要とする住民に向けては、支援窓口機能や情報提供

体制をより一層強化します。 

 また、地域社会の構造変化に対応するため、各分野での支援制度の充実に加えて分野横断的

に連携を図ります。 

 

  

地区名
定数
（人）

委員数
（人）

欠員数
（人）

充足率
（％）

大穂 28 26 2 92.9

豊里 22 21 1 95.5

西谷田部 44 41 3 93.2

東谷田部 45 41 4 91.1

桜 58 55 3 94.8

筑波 46 44 2 95.7

茎崎 42 41 1 97.6

合計 285 269 16 94.4

参考：全国充足率
（令和4年度）

ー ー ー 93.7
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◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①相互に支え合う地域共生のまちづくり 

（取組概要） 

市民が地域福祉の担い手としての意識をもち地域活動に参加することで、地域内での支

え合いが活発化するよう、市民による地域交流を促します。 

 市民を主体とした地域交流への支援 

 地域福祉概念の普及・啓発 

 市民が通い参加できる交流の場の促進 

（取組名称）②誰もが適切にサービスを利用できる支援体制の強化 

（取組概要） 

市民誰もがどのような状況でも十分なサービスを利用できるよう、NPO やボランティア団

体、事業者や社会福祉協議会等への支援や協働体制の充実を進めます。 

 福祉サービスの質の向上 

 誰もが必要な情報を入手できる仕組みづくり 

 権利擁護のための支援の充実 

 多様な主体によるサービス提供の促進 

 生活困窮者の自立に向けた生活支援の推進 

（取組名称）③誰もが安心して暮らすことができる包括的支援の充実 

（取組概要） 

高齢者や子育て世帯、生活困窮者のみならず、地域のすべての人が住み慣れた地域で安心

して暮らすために必要なサポートを、様々な主体が連携して包括的に提供します。 

 住み慣れた地域で安心して暮らすことができる包括的な支援体制の強化 

 誰もが安心して生活できる移動手段の確保 

 防災・防犯対策の充実 

 生活困窮者への住宅確保支援 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①相互に支え合う地域共生のまちづくり 

第４期つくば市地域福祉計画、第９期つくば市高齢者福祉計画、つくば市障害者プラン改定版 

（取組名称）②誰もが適切にサービスを利用できる支援体制の強化 

第４期つくば市地域福祉計画、第９期つくば市高齢者福祉計画、つくば市障害者プラン改定版 

（取組名称）③誰もが安心して暮らすことができる包括的支援の充実 

第４期つくば市地域福祉計画、第９期つくば市高齢者福祉計画、つくば市障害者プラン改定版、

第４期つくば市健康増進計画 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

  

今後検討予定 
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基本施策Ⅱ-２ 人生 100 年時代に生涯いきいきと暮らせるまちをつくる 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

一人ひとりが健康を大切にし、社会に参画し、生涯いきいきと生活しています。 

 

◇関連するキーワード 

 健康、生涯学習、文化芸術、スポーツ 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

生涯を通していきいきと暮らすには、健康寿命を延ばしていくことが重要ですが、健診受診

率やスポーツをする割合が示すように、市民の健康に対する意識は高いとは言い難い状況で

す。また、豊かな人生を送れるよう、社会に繋がり、地域活動やスポーツ、文化芸術といった、

自分らしい楽しみや活躍の場を見つけることが望まれますが、そのための環境や施設、支援が

不足しています。 

 

 参考情報 

特定健診・がん検診受診率 

 

 

生涯学習・文化芸術に対する市民の要望 
（出典：つくば市生涯学習調査報告書・文化芸術に関する意識調査報告書） 

 

成人の週１回以上のスポーツ実施率 
（出典：つくば市スポーツ活動調査報告書） 

 

 

◇基本施策の方向性 

市民一人ひとりが生涯を通して心身ともにいきいきと学び、暮らすことができるように、心

と体の健康づくりの支援を充実するとともに、ライフステージに沿った学びや社会参加の機

会の充実を図ります。 
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2023年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度

特定健診 肺がん 胃がん 大腸がん 乳がん 子宮

頸がん

つくば市 県平均

(％)
回答者の
割合（％）

公共施設の利用をより手軽にできるように
する

43.7

学習や文化・趣味・スポーツなど多くの情
報を市民に知らせる

40.7

地域交流センターなどの公共施設で行う講
座・講習会を充実する

32.1

優れた文化芸術公演を鑑賞する機会の提供 65.3

プロのアーティストと触れ合う機会の提供 41.7

周辺地区にある施設について、設備・運営
の充実を図ることによる利活用の促進

34.0

生涯学習で市
に力を入れて
欲しいこと

つくば市の文
化芸術に今後
期待すること

要望（各分野上位３つ）
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◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①健康づくりの支援 

（取組概要） 

 一人ひとりに心身の健康を意識してもらえるよう、病気の早期発見・早期治療に繋がる

定期的な健診受診の啓発を行うほか、食生活や運動といった様々な分野から健康づくりを

支援します。 

 生活習慣病の発症と重症化予防 

 食育の推進 

 生活活動と身体活動・運動 

 休養・こころの健康 

 歯と口腔の健康 

 

（取組名称）②生涯学習による市民生活の充実 

（取組概要） 

一人ひとりが人生の各段階で多様な目的を持った学びを得て、地域や社会で生かすこと

ができるよう、公共施設の整備や利便性の向上、広報活動の充実等の市民ニーズが高い分

野やオンラインでの講座実施等の社会構造の変化に対応した分野に積極的に取り組みま

す。 

 生涯学習関連施設の整備・充実 

 学習機会・体験活動の提供 

 社会資源（人・物・金・情報）の還元 

 

（取組名称）③スポーツで“つながる”まち つくば の実現 

（取組概要） 

  すべての市民がスポーツにふれることができるよう、「する」、「みる」、「ささえる」、「し

る」視点でスポーツ文化の創造を目指すとともに、多様な主体の連携・協働により、市民

が「つながり」、「交流」するつくば市らしいスポーツ環境を目指します。 

 スポーツ機会の創出 

 スポーツ推進体制の強化 

 スポーツ環境の整備・充実 

 

（取組名称）④文化芸術による市民生活の充実 

（取組概要） 

生活を彩り豊かにする文化芸術が市民生活の一部となるよう、誰もが身近に文化芸術に

ふれることができ、自ら参加して創作できる機会や環境を充実させます。 

 文化芸術に接する機会の拡充 

 すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり 

 文化芸術創造拠点の形成・整備 

 文化施設の整備と活用 
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◆連携する個別計画 

（取組名称）①健康づくりの支援 

第４期つくば市健康増進計画、つくば市国民健康保険データヘルス計画 

（取組名称）②生涯学習による市民生活の充実 

第３次つくば市生涯学習推進基本計画 

（取組名称）③スポーツで“つながる”まち つくば の実現 

第２次つくば市スポーツ推進計画 

（取組名称）④文化芸術による市民生活の充実 

つくば市文化芸術推進基本計画（第２期） 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    

  

  
  

今後検討予定 
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（余白ページ） 
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基本施策Ⅱ-３ 地域や市民一人ひとりの防災・防犯への備えを後押しする 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

日頃から地域で連携しながら防災・防犯の取組や教育を行っています。 

 

◇関連するキーワード 

 防災、防犯、空き家対策 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

 市民の防災意識の向上に取り組んでいますが、個人が自宅で行える防災対策の実施割合が

目標値に至っていないなど、市民の意識醸成が十分とは言えない状況があります。 

 また、高齢化等による既存の防犯ボランティアの減少に加え、防犯活動の新たな担い手が増

えず、地域防犯力の維持が難しくなっています。 

さらに、人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、空家等が増加傾向にある中、管理不全な

空家等が、防災・防犯面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。 

 

 参考情報 

防災対策の実施割合 

（出典：つくば市市民意識調査） 

 

地域の防犯活動に参加する市民の割合 

（出典：つくば市市民意識調査） 

 
 

◇基本施策の方向性 

誰もが安全・安心に生活できるまちを目指し、市として災害への備えの強化や防犯設備の整

備を進めていくとともに、防災・防犯の両分野で市民一人ひとりの意識を高め、自主的な防災・

防犯行動の実践につなげるため、より効果的な情報発信や啓発活動を工夫し実施していきま

す。 

また、地域が主体となった防災・防犯への取組を促進するため、活動支援をはじめとする働

きかけを行います。さらに、空家等の所有者等による適切な管理を促進し、管理不全化を防止

するとともに、管理不全な空家等への対応を行います。 

 

0 20 40 60 80

防災用品や食料・水の備蓄

家具家電の

転倒（落下）防止措置

住まいの耐震（免震）構造

その他

何もしていない

2023(R5)年 2021(R3)年 2019(R1)年

（％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2023(R5)年

2021(R3)年

2019(R1)年

いつも参加 ときどき参加 参加していない 無回答
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◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①災害に備えた市による公助機能の強化 

（取組概要） 

災害発生時に市民の命や安全を守るための備えとして、公共施設における防災機能の整

備や、災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するための備蓄や訓練の充実化に取り組みま

す。 

 防災備蓄品の計画的な整備 

 公共施設の防災機能の整備及び維持管理 

 災害対応に備えた訓練の実施 

 

（取組名称）②市民による自助・地域における共助の推進 

（取組概要） 

公助機能の強化のみで災害に備えるのではなく、市民が自分の命を自ら守る「自助」、

そして地域での助け合いによる「共助」の実践により、実際の災害時に被害を最小限に抑

えることができるよう、日ごろからの意識啓発や体制整備、活動支援を行います。 

 防災に関する情報発信や講座・啓発イベントの開催 

 地域が主体となった自主防災組織の立ち上げ促進と活動支援 

 防災リーダーの育成 

 

（取組名称）③防犯意識を高め、安全・安心を実感できる生活環境づくり 

（取組概要） 

市民が犯罪遭遇の不安を感じずに生活できる環境づくりに向け、市民が自らの安全を確

保するために必要な情報の提供や、地域における自主的な防犯活動の活性化を支援するこ

とで、市民の防犯意識を高めます。 

 防犯ボランティアへの支援 

 身近な犯罪に対する啓発活動 

 地域における活動組織の存在を周知し、市民の防犯活動への参加を促進 

 LED 防犯灯の設置 

 区会による防犯カメラ設置に対する補助 

  

（取組名称）④安全・安心な地域づくりのための空家対策 

（取組概要） 

 空家の適切な管理に向けた啓発や、維持管理・利活用についての相談対応や行政指導を

行い、管理不全化の抑制や是正に努め、市民が安心して生活することができる街づくりを

目指します。 

 管理不全な空家等の所有者等に対する助言・指導 

 管理不全な空家等にさせないための意識啓発の実施 

 住宅の相続や管理について高齢者やその親族等への意識啓発 

 地域との空家等の見守り体制の整備 

 空家無料相談会、空家バンクの登録の推進 
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◆連携する個別計画 

（取組名称）①災害に備えた市による公助機能の強化 

つくば市国土強靱化地域計画、つくば市地域防災計画 

（取組名称）②市民による自助・地域における共助の推進 

つくば市地域防災計画 

（取組名称）④安全・安心な地域づくりのための空き家対策 

第２期つくば市空家等対策計画 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    

  

  
  

今後検討予定 
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（余白ページ） 
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基本施策Ⅱ-４ 公共施設やインフラのマネジメントを推進する 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

公共施設やインフラを長期的視野で維持管理することにより、誰もが安全・安心な生活を送

っています。 

 

◇関連するキーワード 

 公共施設、インフラ 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

多く保有する公共施設とインフラの維持管理のため、老朽化を見据えた長期的な視野を持

った予防保全に努めていますが、近年の建築資材価格やエネルギー価格の高騰に加えて、専門

職員などの人材不足や人件費上昇への対応が必要となり、中には想定した維持管理が進めら

れていない施設があります。 

また、誰もが安全、安心な日常生活を送れるよう、障害の有無や年齢に関係なくみんなが使

いやすい公共施設整備が求められています。 

  

 参考情報 

公共施設全体の将来費用シミュレーション結果 

（出典：つくば市公共施設等総合管理計画） 

施設のバリアフリーに対する市民意識 

（出典:つくば市バリアフリーマスタープラン） 

 

 

◇基本施策の方向性 

限られた財源の効率的な執行、財政負担の平準化を実現する公共施設とインフラの管理運

営を目指し、つくば市公共施設等総合管理計画のもと総合的かつ計画的に進めます。公共施設

のマネジメントでは、コスト縮減に加えて機能性、安全性の確保など、求められる事柄が多岐

にわたっており、効率的な設計、建設及び維持管理・運営が欠かせないことから、公民連携な

どの新たな仕組の構築と体制の充実を図ります。 
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◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①公共施設・インフラの予防保全型維持管理の強化 

（取組概要） 

  施設を安全・安心に長く使用するため、定期点検結果から劣化度や保全の優先度をより

適切に判断し、損傷や劣化が進行する前の計画的な老朽化対策を強化します。 

 自主点検マニュアル保全優先度判定基準の活用等による予防保全の推進 

 個別施設計画（長寿命化計画）に沿った計画的な修繕、更新の実施 

 公共施設マネジメントシステムによる点検記録のデータベース化 

（取組名称）②安全・安心と充実した機能を確保するための施設整備 

（取組概要） 

適正配置、ユニバーサルデザイン、バリアフリー、環境配慮など、公共施設への社会的

要請や、人口増加に伴う施設需要の増大と市民ニーズの多様化に対応した充実した機能を

確保するため、戦略的な土地の取得、施設の多機能化や複合化など、状況に応じた適切な

施設整備を図ります。 

 公共施設バリアフリー化整備の推進 

 施設の複合化や施設機能の相互活用の推進 

（取組名称）③安定的な財源確保と民間の創意工夫等の活用 

（取組概要） 

公共施設にかかる財政負担を長期的な視点から軽減し、平準化するため、未利用公有地

の有効活用を図るとともに、公民連携により民間から資金、アイデア、最新の技術などを

呼び込み、効率的な施設運営を図ります。 

 廃校跡地等の未利用財産の有効活用 

 施設整備や運営における民間提案の積極的な活用 

 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①公共施設・インフラの予防保全型維持管理の強化 

つくば市公共施設等総合管理計画、学校その他施設の個別施設計画（長寿命化計画） 

（取組名称）②安全・安心と充実した機能を確保するための施設整備 

つくば市公共施設等総合管理計画、つくば市ユニバーサルデザイン基本方針、つくば市バリ

アフリーマスタープラン、つくば市学校等適正配置計画(指針) 

（取組名称）③安定的な財源確保と民間の創意工夫等の活用 

つくば市公共施設等総合管理計画 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

  

今後検討予定 
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基本施策Ⅱ-５ 多様な移動手段があるまちをつくる 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

個人と公共の枠を超え、自分のライフスタイルに合わせて組み合わせられる交通システム

により、誰もが自由にストレス無く移動しています。 

 

◇関連するキーワード 

 公共交通、自転車 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

つくば市地域公共交通計画に基づく様々な利便性向上策の実施により、令和５年度は、つく

バス利用者数が過去最高を達成するなど、公共交通の利用者は年々増加してきました。しかし

ながら、慢性的なバス運転士不足に加え、バス運転士の改善基準告示改正など、公共交通を取

り巻く環境の大きな変化により、従来どおりに公共交通を維持することが困難な状況です。 

また、利用者の目的や年齢、居住地域などによって移動ニーズは様々であり、現状の公共交

通ではその全てのニーズを満たすことはできません。 

併せて、自転車の活用を進めていますが、自転車通行空間の整備が一部の路線にとどまるな

ど十分な整備ができているとはいえない状況です。  

 参考情報 

つくば市の交通環境で望ましいこと（年齢別） 

（出典：つくば市市民意識調査（R5））

 

つくば市は歩行者と自転車と自動車が共に安全で

快適に通行できているか（出典：つくば市市民意識調査） 

 

 

◇基本施策の方向性 

ドライバー不足をはじめとする公共交通が抱える交通課題の解決や多様な移動ニーズを満

たすため、移動の選択肢を増やすとともに、限られたリソースを効率的に活用することができ

る公共交通ネットワークの形成を目指します。さらには、実証実験を通して持続性が高い公共

交通の導入を検討します。 

また、安全で快適な自転車通行空間の整備を進めるとともに、様々な角度からのアプローチ

により自転車利活用の機運醸成を図ります。 

0% 50% 100%

全体

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

公共交通が便利で、自動車がなくても生活できる
自動車がスムーズに走行できる
自転車を安心・便利に利用できる
安心・便利に歩くことができる
無回答

0% 50% 100%

2023(R5)年

2021(R3)年

2019(R1)年

できている どちらかといえばできている

どちらかといえばできていない できていない

わからない 無回答
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◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①利便性の高い公共交通ネットワークの形成と様々な移動サービスの 

提供の推進 

（取組概要） 

持続可能な公共交通を構築するため、限られたリソースを有効活用し、公共交通ネット

ワークの整備・効率化を進めます。また、多様なニーズを満たすため、新技術を活用した

新たな移動サービスの導入を検討します。 

 重複するつくバスと市内路線バスの見直し 

 周辺自治体と連携した移動サービスの実証実験の実施 

 地域に合った持続可能な移動手段導入に向けた実証実験の実施 

 ドライバーの拡充に向けた支援 

 

（取組名称）②自転車を楽しめるまちづくりの推進 

（取組概要） 

環境負荷低減につながる自転車利用を促進するために安全で快適な通行環境の整備を

行うとともに、市民の健康・快活につながる自転車活用の推進とツーリズムによる地域の

魅力向上・賑わい創出につながる環境づくりを行います。 

 シェアサイクルの利用促進 

 サイクルパークつくばの運営 

 自転車通行空間の計画的な整備 

 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①利便性の高い公共交通ネットワークの形成と様々な移動サービスの 

提供の推進 

つくば市地域公共交通計画 

（取組名称）②自転車を楽しめるまちづくりの推進 

つくば市自転車活用推進計画（令和６年度策定中） 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

  

今後検討予定 

資料１-３

- 52 -



計画書デザインイメージ 

基本施策Ⅱ-６ 身近な自然を守り、楽しみ、持続させる 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

筑波山や牛久沼などの美しい景観や豊かで多様な生態系により、多くの人々が自然の恩恵

を実感しながら自然を守り育てる意識を持って生活しています。 

 

◇関連するキーワード 

 生物多様性、森林保全、環境保全 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

つくばエクスプレス沿線地区を中心とした都市化の進展による緑地の減少や高齢化・過疎

化に伴う人と里地里山の関係性の希薄化による自然環境の質や動植物の分布にも変化が生じ

ています。市民一人ひとりが身近な自然を維持していくための正しい知識を得て、自らの生活

において実践できている状態には至っていません。 

 

 参考情報 

森林面積の推移 

 

取り組もうと思える生物多様性に関する取組 

（出典：「生物多様性つくば戦略（仮称）」の策定に 

向けた市民アンケート調査結果） 

 

 

◇基本施策の方向性 

市民一人ひとりが身近な環境を守り、楽しみ、維持するための具体的な行動につなげていく

ため、身近な自然に親しむ機会や考える機会の充実を図ります。また、将来にわたって自然の

恵みを享受していくため、保護地域を保全・活用するとともに、市の自然が有する多面的機能

や生物多様性を把握し、計画的な維持・保全を進めていきます。さらに、住みやすい生活環境

を守る取組を進めていきます。 

 

  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1977 1987 1997 2007 2017 2022

(ha)

取組内容
回答者の
割合（％）

同じ値段であれば生物多様性に配慮した商品を買いたい 66.5

自分ができる取組内容をわかりやすく教えてもらえれば取
り組みたい

51.6

生物多様性の保全にどのように貢献できるのかが実感でき
る取組であれば参加したい

26.1

保全活動やイベントの情報がきちんと周知されれば参加し
たい

24.1

開催日時や場所の都合が良ければ保全活動やイベント等に
参加したい

23.5

その他 5.7
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◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①生物多様性の重要性や価値の理解促進 

（取組概要） 

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、市民がつくば市の自然にふ

れあう取組を通じ、自然環境や生物多様性の重要性や価値、保全の必要性に対する市民の

理解を促進し、行動変容に繋げます。 

 市民の行動変容に向けた生物多様性の理解増進 

 子供たちへの環境教育・環境学習の推進 

 自然観察会や市民参加型モニタリングの開催 

 自然共生サイト登録推進など OECM エリアの拡大 

 特定外来種の駆除による在来種の生態系の保全 

（取組名称）②多面的機能を発揮する森林の維持・保全 

（取組概要） 

森林は水源涵養や、山地災害防止、生物多様性保全機能の他、市民のレクリエーションや

文化を支える一面があります。それら多面的機能を発揮し続けることができるよう、市民・

事業者・行政が連携して森林の維持・保全の取組を進めます。 

 木材への親しみや木を使用してきた文化の理解を深めるイベントの開催 

 森林の多面的機能を回復させるための森林整備の実施 

 森林を市民の活動の場とする制度の構築 

（取組名称）③安心で快適な生活環境の保全 

（取組概要） 

だれもが静かで清潔なまちの中で、清々しい空気、安全な水を享受した、穏やかな暮らし

が営むことができるよう、市民や事業者、市がそれぞれの立場や役割にあった生活環境保全

の取組を協働して推進していきます。 

 公害規制等による市民の健康被害の防止及び生活環境の保全 

 環境美化活動による快適な市民生活の確保 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①生物多様性の重要性や価値を広める 

生物多様性つくば戦略（令和６年度策定中） 

（取組名称）②多面的機能を発揮する森林の維持・保全 

つくば市森林整備計画 

（取組名称）③安心で快適な生活環境の保全 

第６次つくば市きれいなまちづくり行動計画（令和６年度策定中） 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

  

今後検討予定 
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基本施策Ⅲ-１ 子どもも親も楽しく育つ環境をつくる 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

充実した子育て環境とともに、創意工夫を引き出す遊びの機会が街中にあふれ、親子が一緒

に楽しみながら成長しています。 

 

◇関連するキーワード 

 妊娠・出産・子育て、幼児教育・保育、放課後の居場所、たまり場 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

つくばエクスプレス沿線の開発による子育て世帯の転入増加や共働き世帯の増加が続き、

保育や子育て支援のニーズが高まっています。 

そのような中、核家族化や地域のつながりの希薄化などにより子育てについて周囲の手助

けを求めにくい状況になっています。また、他の子育て世帯や地域との交流、子どもの居場所

となるような場所 が少ないという課題があります。  

さらに、子育て世帯の課題や悩みは複雑化・多様化しており、相談や支援を必要とする世帯 

を適切な支援機関につなぐため、関係機関を把握し、より丁寧に連携を進める必要がありま

す。 

  

 参考情報 

力を入れてほしい事業・対策（上位７つ）(出典：第２期子ども・子育て支援プラン H30 年度調査) 

就学前児童保護者 

 

小学生保護者 

 
 

◇基本施策の方向性 

安心して子育てできる環境の充実を図るために、引き続き就労と育児の両立支援を推進し

ていきます。また、効果的な情報発信や、支援機関同士の連携を強化し、複雑な相談にも対応

していく仕組みを整えます。さらに、他の子育て世帯と交流したり、子どもも大人も集まれる

居場所やたまり場を増やします。 

 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

子連れで出かけやすく

楽しめる場所づくり

保育所・幼稚園などの

子どもを預かる施設の充実

子どもを対象にした

犯罪・事故の防止対策の充実

子育てしやすい住居・

まちの環境面での充実

妊娠・出産に対する支援

一時保育などの一時的な

預かりサービスの充実

児童館など、親子が安心して

集まれる場所

（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

安心してすごせる

公園や遊び場の整備

子どもを交通事故や犯罪の

危険から守る体制の整備

放課後の子どもの

居場所づくり

子育て家庭への

経済的支援対策の充実

地域や学校からいじめを

なくす環境の整備

子どもの健康・医療

に対する安心の確保

児童クラブの充実

（％）
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 ◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①安心して生み育てられる子育て環境の充実 

（取組概要） 

妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない相談支援、地域や子

育て親子同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって

子どもを育てる機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。 

 母子保健・児童福祉・障害福祉が連携・協働した相談・支援 

 子育て中の家族が交流できる場や地域とのつながりができる場の提供 

 産前・産後のサポートやケアの充実 

 子育てアプリの活用（子育て情報の提供、妊産婦への連絡等） 

 安心して外出できる環境の整備（授乳等できるスペースの設置等） 

 

（取組名称）②幼児教育・保育の環境の充実 

（取組概要） 

子育て世帯のニーズを適切に把握し利用希望に対応した幼児教育・保育の場を提供する

とともに、環境の充実を図ります。 

 保育施設の整備と保育人材の確保 

 すべての子ども・子育て家庭を応援する保育環境の整備 

（乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）、一時預かり事業の実施等） 

 

（取組名称）③放課後等における子どもの活動環境の充実 

（取組概要） 

市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなど、学校

だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に

過ごせると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。 

 子どもの遊びの機会と場の充実 

 児童クラブの環境整備 

 経済的に困難を抱える子どもの居場所づくりと学習支援 

 特別な配慮を必要とする子どもの支援 

 地域、団体、大学、学校等との連携 

 

（取組名称）④子どもも大人も楽しめるたまり場の充実 

（取組概要） 

子どもも大人も、いつでも誰でも集まることができる、地域交流の場を整備します。 

 公園や地域交流センター等におけるたまり場機能の充実 
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◆連携する個別計画 

（取組名称）①安心して生み育てられる子育て環境の充実 

第３期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和６年度策定中）、つくば市障害者プラン改

定版 

（取組名称）②幼児教育・保育の環境の充実 

第３期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和６年度策定中） 

（取組名称）③放課後等における子どもの活動環境の充実 

第３期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和６年度策定中）、第２期つくば市こども未

来プラン（令和６年度策定中）、つくば市障害者プラン改定版 

（取組名称）④こどもも親も楽しめるたまり場の充実 

第２次つくば市緑の基本計画（令和６年度策定中） 

 

◆代表的な参考指標 

 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

  
  

今後検討予定 
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（余白ページ） 
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基本施策Ⅲ-２ 個性を伸ばし未来を切り拓く力を育む 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

子どもたちは、自分の好きなことを見つけ、個性を伸ばしながら、未来を切り拓いていく力

を育んでいます。 

 

◇関連するキーワード 

 学校教育 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

つくば市教育大綱のもと、一人ひとりが幸せな人生を送るために、「教え」から「学び」へ、

「管理」から「自己決定」へ、「認知能力偏重」から「非認知能力の再認識」へという教育の

考え方の転換が、学校をはじめとした教育の場で徐々に進んできました。しかし、子どもたち

が、自ら未来を切り拓いていくためには、生きていく力、幸せになる力の源である自己肯定感

が育まれる必要がありますが、全ての子どもたちに育まれているとは言えません。 

さらに、学校だけでなく社会全体で子どもたちの学びを支えるため、学校・行政と保護者や

地域とが一体となった教育活動の充実に取り組んでいますが、効果の発現には時間を要して

います。 

 

 参考情報 

自己肯定感に関する設問の回答状況 

（「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」の割合） 

 

(出典：全国学力・学習状況調査) 

コミュニティ・スクール※導入学園数 

 

※コミュニティ・スクール： 
学校運営に対して保護者や地域住民が参画し、地域と一体

となって子どもたちを育む学校づくりをすすめる仕組み 

 

◇基本施策の方向性 

引き続き教員の教育大綱に関する認識の深化や教育現場における実践を支援することに加

え、子どもたちの個別、双方向の学びの機会や環境を充実させます。 

また、保護者や地域との協働を進め、多様な教育資源を生かしながら、個性を伸ばし未来を

切り拓く力を育むための取組を充実させます。 

 

  

設問 つくば市 全国

自分には良いところがあると思いますか？ 80.3% 81.9%

先生は、あなたの良いところを認めてくれて
いると思いますか？

86.2% 88.6%

将来の夢や目標を持っていますか？ 73.7% 74.2%

予定

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

導入学園数 0 1 9 15 18

導入率 0.0% 5.6% 50.0% 83.3% 100.0%

実績
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計画書デザインイメージ 

◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①一人ひとりの学びを大切にする教育の推進 

（取組概要） 

子どものニーズや社会の変化に対応した様々な教育的取組により、子ども一人ひとりの

個性に寄り添う学びの機会を提供するとともに、子どもたちの個性をさらに伸ばし、社会

力を育みます。 

 豊かな心の育成（芸術文化活動の推進） 

 個別・双方向の学びの推進（つくばスタイル科、小中一貫教育など） 

 インクルーシブ教育の推進（連続性のある多様な学びの場、交流及び共同学習） 

 教育相談体制の充実と多様な教育ニーズへの支援（ＳＣ・ＳＳＷ、校内フリースクー

ルなど） 

（取組名称）②「学び」の多様性に対応し個性が花開く教育の推進 

（取組概要） 

子どもたちの学びを支える場である学校において、老朽化対策や増改築、デジタルイン

フラ整備等の環境整備を進め、安全で快適に過ごし、かつ、多様な学びに対応できる教育

環境にします。 

 学校環境の整備（学校施設整備、適正配置、学校給食など） 

 ＩＣＴ教育、ＧＩＧＡスクール構想の推進 

（取組名称）③地域に支えられ、共に学び育ち合う教育の推進 

（取組概要） 

保護者・学校・地域・行政が協働しながら運営する学校づくりを目指し、コミュニケーシ

ョンを図りながら緩やかにつながり、それぞれの役割を果たすことで、社会全体でこどもの

育ちの場を支えていきます。 

 つくばの特性をいかした学び（つくばちびっ子博士など） 

 社会全体で支える学び（コミュニティ・スクール）の推進 

 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①一人ひとりの学びを大切にする教育の推進 

第３期つくば市教育振興基本計画 

（取組名称）②「学び」の多様性に対応し個性が花開く教育の推進 

第３期つくば市教育振興基本計画 

（取組名称）③地域に支えられ、共に学び育ち合う教育の推進 

第３期つくば市教育振興基本計画 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

 

今後検討予定 
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計画書デザインイメージ 

基本施策Ⅲ-３ 多様性が尊重された、包摂的な社会をつくる 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

性別、国籍、年齢等を問わず、自身や他者の選択を尊重し合い多様性をいかす文化が地域に

根付いています。 

 

◇関連するキーワード 

 多文化（国籍）、性別、障害 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

市民一人ひとりが、性別・国籍・言語・文化・障害等の属性にかかわらず、お互いに尊重

し認め合える包摂的な社会の実現に向けた取組を進めていますが、社会における多様性へ

の理解がまだ不足している状況です。 

 

 参考情報 

つくば市を自分らしく自分のやりたいことができるまちだと思う人の割合 

 

 

(出典：つくば市市民意識調査) 

 

◇基本施策の方向性 

個別の相談や語学等の生活支援、就労支援等、市民一人ひとりの個性が尊重され、それをい

かせるようにするための取組を引き続き進めます。併せて、教育や啓発活動など、周囲の多数

者も含めて多様性を尊重し認め合う意識変革に向けた取組とともに、一緒に活動する機会づ

くり等、お互いの理解を深めるための取組をすることで、包摂的な社会の実現に向けた基礎づ

くりを進めます。 
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計画書デザインイメージ 

◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①多文化共生の推進 

（取組概要） 

日本人も外国人も快適で安全安心に暮らせる環境とするため、外国人市民を対象として

生活支援やコミュニケーションの支援を拡充します。また、すべての人がともに地域社会

の一員として共生できる社会に向けて、繋がりづくりや文化の相互理解を進めます。 

 国際交流や国際理解の推進 

 外国人市民への生活サポート 

 情報の多言語化と効果的な発信 

 日本語学習をはじめ日本での生活に必要な学びの場の拡充 

 地域とつながり活動したい外国人市民への支援 

 

（取組名称）②性別にかかわらず自分らしく生きられる環境づくり 

（取組概要） 

家庭や地域、職場、学校などあらゆる場面において、誰もが性別にかかわりなく多様な

生き方を選択し、自分らしく生きられるように、意識醸成や環境づくりなどの支援を行い

ます。また、配偶者等からの暴力（DV）等に関する相談・支援や、性の多様性に関する理

解を促進するための取組等を通じて、一人一人の人権を尊重する社会の実現を目指しま

す。 

 男女が家庭生活と職業生活における責任を性別にかかわらずともに分かち合う環

境づくり 

 職業生活や市政における女性の活躍・参画の促進 

 男女共同参画やダイバーシティ推進に関する広報・啓発活動 

 DV 被害等の相談体制の充実と被害者の支援 

 性の多様性に関する理解の促進と情報発信 

 

（取組名称）③障害者が安心して暮らし、活躍できる環境づくり 

（取組概要） 

障害の有無に関わらず、全ての市民が安心して生涯をいきいきと暮らすことができる社

会を目指して、障害者に対する生活面での支援だけでなく、市民一人ひとりが障害及び障害

者への理解促進や、地域の中で互いに繋がる仕組みづくりを進めます。 

 障害の特性に対する理解を深めるための啓発活動 

 社会参加に関する障害者への情報提供 

 関係機関が連携し、地域における障害者への支援体制を整備 

 就労機会の充実 

 就労の場の確保 
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計画書デザインイメージ 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①多文化共生の推進 

第 2次つくば市グローバル化基本指針 

（取組名称）②性別にかかわらず自分らしく生きられる環境づくり 

つくば市男女共同参画推進基本計画(2023～2027) 

（取組名称）③障害者が安心して暮らし、活躍できる環境づくり 

つくば市障害者プラン改定版 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    
 

  
  

今後検討予定 
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（余白ページ） 
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計画書デザインイメージ 

基本施策Ⅳ-１ 新たな共創の仕組みづくり 

 

◆目指すべき未来 

◇2030 年の未来像 

多様な才能が世界中から集まり、社会との対話を通じて、新しい未来を切り拓く社会イノベ

ーションを創出しています。 

 

◇関連するキーワード 

 新産業育成、イノベーション、スタートアップ 

 

◆ギャップと施策の方向性 

◇未来像とのギャップ 

 つくば市の豊富な人材・科学技術に関するリソースを生かすべく、研究機関同士の連携やつ

くばスタートアップパークの運営などによる知識やテクノロジーがつながるきっかけづくり

を進め、社会課題を把握・共有する仕組みが機能し始めています。一方で、それら社会課題の

解決に向けたイノベーションの創出に繋げる仕組みが不足しています。 

 

 参考情報 

 

「イノベーションの創出に向けた仕組みが不足している」ことを示す情報 

（スマートシティ社会実装トライアル、未来共創プロジェクトの申請件数の推移 等） 

 

 

 

◇基本施策の方向性 

科学分野のヒト（研究者）・コト（研究成果）・モノ（研究機関）の集積と、民間企業の研究開発

部門及び研究開発型スタートアップが活発であるというつくば市の強みをいかし、市民を含む多

様な主体の交流や実証の場を創出することで、社会課題の把握・共有、その解決に向けたイノベー

ションの創出につながる仕組みづくりを推進します。 

 

  

検討中 
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◆今後５年間で取組むこと 

（取組名称）①イノベーションの創出を加速する仕組みづくり 

（取組概要） 

大学・研究機関・企業などのプレイヤーが連携するプラットフォームの交流を支援し、イ

ノベーションの創出を促進するため、実空間における市民の実生活や実体験に根差した実

証フィールドを提供し、アイデアの創発や早期具現化を支援します。 

 （一社）スマートシティ協議会との連携 

 実証フィールドの提供 

 実証実験のモニター、協力者のマッチング支援 

 

（取組名称）②スタートアップを支援する仕組みづくり 

（取組概要） 

スタートアップや研究機関が研究成果を社会実装するために必要なサポートを得られる

よう、行政だけでなく、市内外・世界の投資家・大企業・研究機関等の様々なプレイヤーが

連携して支援する環境（エコシステム）の構築を図ります。 

 つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアムの推進 

 ルクセンブルクをはじめとした海外諸都市との連携強化 

 大企業や地元企業との提携の推進 

 

◆連携する個別計画 

（取組名称）①イノベーションの創出を加速する仕組みづくり 

つくば市科学技術・イノベーション振興指針（第３期） 

（取組名称）②スタートアップを支援する仕組みづくり 

第２期つくば市スタートアップ戦略 

 

◆代表的な参考指標 

 指標名 現状値 

（〇〇年時点） 

目標値 

（2030 年） 

施策の指標    

個別施策①の指標    

個別施策②の指標    

  

  

今後検討予定 
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